
新たな地域精神保健医療体制の構築に向けた検討チーム

(第 12回 )

議 事 次 第

1.日 時 平成22年 11月 18日 (木)18:OO～ 20:00

2.場 所 厚生労働省 共用第7会議室

千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎5号館 5階

3.議 事

(1)調査結果について

(2)中間とりまとめ (案)について

(3)意見交換

【配布資料一覧】

・資料 1「精神病床における認知症入院患者に関する調査」について (追加解析)

・資料 2 新たな地域精神保健医療体制の構築に向けた検討チーム

第 2R:認 知症と精神科医療 中間とりまとめについて (案 )

(2-1〉 認知症と精神科医療に関する議論のとりまとめに向けた骨子 (案 )

く2-2〉 中間とりまとめ骨子 (案 )

(2-3〉 論点 (案 )への意見

・渕野構成員提出資料

・参考資料

1.精 神病床における認知症入院患者に関する調査の概要

(第 11回新たな地域精神保健医療体制の構築に向けた検討チーム 資料 1)

2.「精神病床における認知症入院患者に関する調査」について

(第 11回新たな地域精神保健医療体制の構築に向けた検討チーム 資料 2)

3「精神病床における認知症入院患者に関する調査」について

(第 11回新たな地域精神保健医療体制の構築に向けた検討チーム 資料 3)



第12回 新たな地域精神保健医療体制の構築に向けた検討チーム

平成22年 11月 18日        1   資料1

「精神病床における認知症入院患

者に関する調査」について

(追加解析 )



在院日数別入院患者数
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在院 日数別の入院患者数割合

人数

Ml日 ～ 30日
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平均在院日数別 調査日から過去3日 間のADLについて

身体能力としては出来るはずのADL
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181日 ～365日

身体能力としては出来るはずのADL 22% 17% 31%
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31日 ～ 90日

身体能力としては出来るはずのADL

身体介護への抵抗などを踏まえた実際のADL
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平均在院日数別 調査日から過去1週間に使用した薬物の有無

1日 ～ 30日
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抗精神病薬以外の向精神薬
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※1 抗精神病薬以外の向精神薬…抗不安薬、睡眠薬、抗うつ薬、抗てんかん薬

※2その他の精神病上に対する治療薬…漢方薬など

平均在院日数別 過去1週間に使用した薬物の種類数
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平均在院日数別 調査日から過去1週間に使用した薬物の有無
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平均在院日数別 過去1週間に使用した薬物の種類数
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平均在院日数別 調査日から過去1週間に使用した薬物の有無

91日 ～ 180日
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その他の精神病上に対する治療薬…漢方薬など
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平均在院日数別 調査日から過去1週間に使用した薬物の有無
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平均在院日数別 調査日から過去1週間に使用した薬物の有無
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在院日数別 居住先・支援が整った場合の退院の可能性

図1 現在の状態でも、居住先・支

援が整えば退院は可能

□2状態の改善が見込まれるの

で、居住先・支援などを新たに

用意しな〈ても近い将来 (6ヶ月

以内)には退院が可能になる

R3状 態の改善が見込まれるの

で、居住先・支援が整えば近い

将来 (6ヶ 月以内)には可能にな

る

S4状 態の改善が見込まれず、

居住先・支援を整えても近い将

来 (6ヶ 月以内)の退院の可能性

はない

30% |

(N=25)

100%
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現在の状態でも、居住先・

支援が整えば可能 16%

近い将来、居住先・支援が

整えば可能 20%

退院の可能性はない 56%

(N=41)

図1 現在の状態でも、居住先 `

支援が整えば退院は可能

■2状態の改善が見込まれるの

で、居住先・支援などを新たに

用意しなくても近い将来 (6ヶ月

以内)には退院が可能になる

国3状態の改善が見込まれるの

で、居住先・支援が整えば近い

将来 (6ヶ 月以内)には可能に

なる

日4状 態の改善が見込まれず、

居住先・支援を整えても近い将

来 (6ヶ 月以内)の退院の可能

性はない

現在の状態でも、居住先・

支援が整えば可能 12%

近い将来、居住先・支援が

整えば可能 27%

退院 の可能性 はない 61%
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91日 ～ 180日 (N=73)

圏¬ 現在の状態でも、居住先・

支援が整えば退院は可能

□2状 態の改善が見込まれる

ので、居住先 ,支援などを新た

に用意しなくても近い将来 (6ヶ

月以内)には退院が可能にな

る

国3状 態の改善が見込まれる

ので、居住先・支援が整えば

近い将来 (6ヶ月以内)には可

育しになる

□4状 態の改善が見込まれず、

居住先・支援を整えても近い将

来 (6ヶ 月以内)の退院の可能

性はない
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現在の状態でも、居住先・

支援が整えば可能 19%

近い将来、居住先・支援が

整えば可能 18%

退院の可能性はない 60%

181日 ～365日 (N=95)

Ml 現在の状態でも、居住先・

支援が整えば退院は可能

■2状 態の改善が見込まれる

ので、居住先・支援などを新た

に用意しなくても近い将来 (6ヶ

月以内)には退院が可能にな

る

財3状 態の改善が見込まれる

ので、居住先・支援が整えば

近い将来 (6ヶ月以内)には可

能になる

□4状 態の改善が見込まれず、

居住先・支援を整えても近い将

来 (6ヶ月以内)の退院の可能

性はない

現在の状態でも、居住先・

支援が整えば可能 20%

近い将来、居住先・支援が

整えば可能 22%

退院の可能性はない 58%
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366日 ～3年

圏1 現在の状態でも、居住先・

支援が整えば退院は可能

■2状 態の改善が見込まれる

ので、居住先・支援などを新た

に用意しなくても近い将来 (6ヶ

月以内)には退院が可能にな

る

蓼3状 態の改善が見込まれる

ので、居住先・支援が整えば

近い将来 (6ヶ月以内)には可

能になる

日4状 態の改善が見込まれず、

居住先・支援を整えても近い将

来 (6ヶ月以内)の退院の可能

性はない

(N=121)
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70%|

10% |

現在の状態でも、居住先・

支援が整えば可能 21%

近い将来、居住先・支援が

整えば可能 17%

退院の可能性はない 62%
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間25適切と考えられる「生活・療養の場」と問26退院後に必要な支援のクロス集計

(N=5)

1「家族等と同居」を選択した人の必要な支援

1番 目に必要な支援

自宅を訪問して行われる支援 4人 80%

垣期入所をして行われる支援 1人 20%

2番 目に必要な支援

自宅以外の場所に通つて行われる支援 3人 60%

晴神科の定期的な通院 2人 40%

3番 目に必要な支援

訪問看護 3人 60'

晴神科の定期的な通院 1人 20%

重度認知症デイケア 1人 20,

J

4番 目に必要な支援

民生委員、近隣の見守り等 2人 40%

晴神科以外の定期的な通院 1人 20助

訪問診療 1人 20助

行政機関による訪問指導 1人 20助

24



3「認知症対応型共同生活介護 (グループホーム)」 を選択した人の必要な支援

1番 目に必要な支援

嗜ヽ規模多機能型居宅介護 8人

晴神科の定期的な通院 6ス

自宅以外の場所に通つて行われる支援 1メ

巨期入所をして行われる支援 1メ

(N=21)

2番 目に必要な支援

晴神科の定期的な通院 6珠

a期入所をして行われる支援 5メ 242

彗度認知症デイケア 4人

自宅を訪問して行われる支援 2メ 10,

3番 目に必要な支援

自宅以外の場所に通つて行われる支援 6メ

登済的支援 6人

豆期入所をして行われる支援 1人

宥神科の定期的な通院 1人

争体的リハビリテーション 1人

青神後見制度等の活用 1人

4番目に必要な支援
晴神科以外の定期的な通院 10メ 48,

支年後見制度等の活用 9メ 439

身体的リハビリテーション フ人

自宅以外の場所に通って行われる支援 6メ

重度認知症デイケア 6メ

隆済的支援 5メ 249

晴神科の定期的な通院 4メ
一ゝ

匡

4「特養」を選択した人の必要な支援

1番 目に必要な支援

Jヽ規模多機能型居宅介護 32メ、

晴神科の定期的な通院 16人

自宅を訪問して行われる支援 3人

晴神科以外の定期的な通院 3人

(N=109)

2番 目に必要な支援

C期入所をして行われる支援 26人

身体的リハビリテーション 22人 209

読間診療 18人

晴神科の定期的な通院 10人

経済的支援 6人

青神科以外の定期的な通院 5人

3番 目に必要な支援

自宅以外の場所に通つて行われる支援 21人

方間診療 18人

経済的支援 11人

青神科の定期的な通院 6人

青神科以外の定期的な通院 6人

4番 目に必要な支援

宥神科以外の定期的な通院 10人

支年後見制度等の活用 9人

孝体的リハビリテーション 7人

自宅以外の場所に通つて行われる支援 6人

重度認知症デイケア 6人

経済的支援 5人

宥神科の定期的な通院 4ス

―
―
―一L― ―
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(N=79)
5「老健」を選択した人の必要な支援

1番 目に必要な支援

晴神科の定期的な通院 37ス 47%

Jヽ規模多機能型居宅介護 20メ、 25%

自宅を訪問して行われる支援 6人

2番 目に必要な支援

経済的支援 18人

短期入所をして行われる支援 14人

身体的リハビリテーション 13人

精神科の定期的な通院 12沐

自宅以外の場所に通つて行われる支援 6メ

3番 目に必要な支援

経済的支援 14沐

自宅以外の場所に通つて行われる支援 12払

購神科の定期的な通院 7人

訪間診療 5汰

年金受給申請 5メ

4番 目に必要な支援

認知症デイケア

身体的リハビリテーシヨン

自宅を訪問して行われる

==

(N=5)

6.「その他の介護施設」を選択した人の必要な支援

1番 目に必要な支援

晴神科の定期的な通院 3人 60%

小規模多機能型居宅介護 2人 40,

2番 目に必要な支援

訪間看護 2人 40,

短期入所をして行われる支援 2人 40,

自宅以外の場所に通つて行われる支援 1人 20ツ

3番 目に必要な支援

自宅以外の場所に通って行われる支援 2人 40,

重度認知症デイケア 2人 40%

身体的リハビリテーション 1人 20%

4番 目に必要な支援

精神科以外の定期的な通院 1人 20%

訪間診療 1人 20%

重度認知症デイケア 1人 20%

―

―
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介助者有無と、適切と考えられる「生活・療養の場Jのクロス集計

十一――― 一―

―

=

単 身

家族等と同居

認知症対応型共同生活介護 (グループホーム)

(N=87)複数回答可

「‐

ソ^

介助者有り

問24で 1,あるいは3と回答した人のうち、退院出来ると仮定した時、適切と考えられる「生活・療養の場」

単身 0,

家族等と同居

認知症対応型共同生活介護 (グループホーム ) 1

針護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム)

}護者人保健施設 (老健) 4 54,

この他の介護施設 (有料老人ホーム、軽費老人ホーム、高齢者専用賃貸住宅など)

章害者自立支援法に基づく施設等利用

介助者無し

間24で 1,あるいは3と回答した人のうち、退院出来ると仮定した時、適切と考えられる「生活・療養の場」

(N=80)複 数回答可

知症対応型共同生活介護 (グルー

人福祉施設 (特

の他の介護施設 (有料老人ホーム、軽費老人ホーム、高齢者専用賃貸住宅など)

単身

家族等と同居

認知症対応型共同生活介護 (グ ループホーム)

特養

老健

その他の介護施設

障害者自立支援法に基づく施設等利用

L



問21(介助者の有無)と 問26(退院後に必要な支援)のクロス集計

介助者有り

問24で 1,あるいは3と回答した人のうち、退院出来ると仮定した時、退院後に必要な支援

1番 目に必要な支援

精神科の定期的な通院 27人

小規模多機能型居宅介護 26メ

自宅を訪問して行われる支援 4人

2番 目に必要な支援

嘔期入所をして行われる支援 19人

身体的リハビリテーション 18人

経済的支援 15人

精神科の定期的な通院 12人

自宅以外の場所に通つて行われる支援 5人

3番 目に必要な支援

自宅以外の場所に通つて行われる支援 16人 20,

訪間診療 11人

経済的支援 9ス 11

短期入所をして行われる支援 4人

精神科の定期的な通院 4人

軍金受給 申 4沐

(N=82)

:i

|
|

|
|
ト

ー
ー

|

体的リハビリテーション

間24で 1,あるいは3と回答した人のうち、退院出来ると仮定した時、退院後に必要な支援

(N=78)
1番 目に必要な支援

精神科の定期的な通院 25メ

卜規模多機能型居宅介護 12人

自宅を訪間して行われる支援 7人

2番 目に必要な支援

訪間診療 ¬6人

身体的リハビリテーション 15ス

経済的支援 8人

自宅以外の場所に通つて行われる支援 7人

短期入所をして行われる支援 フ人

精神科の定期的な通院 5人

3番 目に必要な支援

訪間診療 ¬¬人

精神科の定期的な通院 7ス

経済的支援 フ人

自宅以外の場所に通つて行われる支援 6人

4番 目に必要な支援

重度認知症デイケア 8人

支年後見制度等の活用 8人 109

身体的リハビリテーション 4人

|
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間8 調査時点から過去1カ 月間の精神症状 口異常行動の発生頻度
全体 (N=454)

医療行為への抵抗
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調査日から過去lヶ月間の精神症状・異常行動の発生頻度 (2)

(在院日数 31日 ～90日 N=41)
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調査日から過去 lヶ 月間の精神症状・異常行動の発生頻度 (3)

(在院日数 91日 ～180日 N=73)
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調査日から過去lヶ月間の精神症状・異常行動の発生頻度 (4)

(在院日数 181日 ～365日 N=95)

医療行為への抵抗
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調査日から過去 lヶ月間の精神症状・異常行動の発生頻度 (5)

(在院日数 366日 ～3年 N=121)
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12回 新たな地域精神保健医療体制の構

築に向けた検討チーム

平成22年¬1月 18日      l  資料 2‐ 1新たな地域精神保健医療体制の構築に向けた検討チーム (第2R:認知症と精神科医療 )

11■111111肇押諄|1炉1彎|■‐辱‐質丘甲111,蓄|■9i整lilや1予口lす.tl言|「 .`.テー)‐‐_´ __.|‐.|

■卜疎卦鸞イ羅
:認知症患者に対する精神科医療の役割については、以下の点を基本的な考え方とすべきである。 :
l① 認知症の方への支援に当たつては、ご本人の思いを重視し、残された力を最大限生かしていけ |
1  るような支援をする。

l② 認知症の早期から、専門医による正確な鑑別診断を受けることができるよう体制の整備を目指すよ

l③ 入院を前提と考えるのではなく、できる限り入院をせずに生活を継続できるような支援も含め、地 :

:  域での生活を支えるための精神科医療とする。その際、アウトリーチ(言方間支援)や外来機能の |

:  充実を図り、本人だけではなく、家族や介護事業者も含めて支援していく。          |
l④ 周辺症状(BPSD)や身体合併症で入院が必要となる場合には、できる限り短期間の入院での 1
i  退院を目指す。また、そのような医療を提供できる体制の整備を目指す。           :
i⑤ 入院医療を要さないと判断される患者が地域の生活の場で暮らせるようにするため、認知症患 |
:  者を地域で受け入れていくためのシステムづくりを進める。                 |
l⑥ このため、退院支援口地域連携クリティカルパスの開発、導入を通じて、入院時から退院後の生 :
:  活への道筋を明らかにする取組を進める。

i⑦ 症状が改善しないため入院が必要な方に対して、適切な医療を提供する。          |
l③ 地域の中で、精神科医療の観点から後方支援的な機能を果たす。             |



第12回 新たな地域精神保健医療体制の構築に向けた検討チーム

平成22年 11月 18日        1  資料 2-2

新たな地域精神保健医療体制の構築に向けた検討チーム

第2R:認知症と精神科医療

中間とりまとめ

骨子 (案 )

平成 22年○月○日

新たな地域精神保健医療体制の構築に向けた検討チーム



はじめに

今後さらに進行する高齢化の中で、認知症の方々をどのように支援 していくかは、大変

大きな課題である。

認知症で医療機関を受療 している患者数は、平成 8年の 11万人から、平成 20年には

38万人 (いずれも患者調査)と 、大きく増加 している。これに伴い、精神病床において

認知症のために入院 している患者数も、平成 8年の 2.8万 人から、平成 20年には5.

2万人 (いずれも患者調査)と 、大きく増加 している。

また、認知症による精神病床入院患者の退院可能性については、「状態の改善が見込まれ

ず、居住先・支援を整えても近い将来 (6ヶ 月以内)の退院の可能性はない」が約 4割 、

「居住先・支援が整えば、退院可能性がある」が約 6割 との調査結果もあり、認知症患者

が退院 し、地域生活を継続できるような社会資源・環境整備の必要性が指摘されている。

統合失調症のために入院 してしヽる患者は、平成 8年の 21.5万 人から平成 20年の 1

8.5万 人へと減少 (いずれも患者調査)し ている中で、場合によつては、認知症患者に

ついて、いわゆる「社会的入院」の問題が再び繰 り返される可能性があり、そのようなこ

とのないように しなければならない、という指摘がなされている。

一方で、家族がぎりぎりまで介護をした結果の入院であり、退院後に自宅に戻ることが

容易ではない場合も多いこと、退院患者を受け入れる介護資源が限られていること、必ず

しも地域において精神科医療と介護の間の連携が十分に取 られてはいない状況もあること、

精神科医療が入院中心であリアウ トリーチ (訪間支援)機能や外来機能など地域生活を支

える機能がまだ十分ではないことなどから、認知症患者が退院 して、または、できる限 り

入院をせずに地域で生活を継続 していくことには、多くの解決 しなければならない課題が

あることも事実である。

こうした状況認識の下、今後の高齢化に伴い認知症の方々が増加 していく中で、認知症

に対する精神科医療の果たす役割を整理 し、認知症の方々が、できる限 り地域の生活の場

で暮 らしていけるようにすることが必要であり、「社会的入院」を生み出さないことにつな

がると考えられる。

「新たな地域精神保健医療体制の構築に向けた検討チーム」(主担当 :厚生労働大臣政務

官)に おいては、本年 5月 に設置後、 6月 にかけて、第 1ラ ウン ドの議論として、アウ ト

リーチ (訪問支援)の充実について議論を行い、第 4回会合 (6月 17日 )に おいて、「ア

ウ トリーチ支援実現に向けた考え方」をとりまとめた。

本検討チームでは、上記のような必要性と、第 1ラ ウン ドの議論の際、認知症に関 して

の指摘が多数されたことか ら、第 2ラ ウン ドの議論として、認知症と精神科医療について

検討を行うこととしたものである。



本年 9月 2日 以降、医療提供者、介護事業者、患者及び家族、行政といつた様々な視点

から、これまで 8回 にわたる議論を重ねてきた。

議論においては、認知症の方に対 しては、ご本人の尊厳に配慮 したケアの重要性への指

摘や、家族の介護力、必要なサー ビス支援、受け皿の不足等の理由によつて、ご本人の意

思に反 して、地域での生活を断念 しなければならない状況を作 り出してはならないといつ

た指摘がなされるなど、様々な意見が出されたが、いずれも共通 しているのは、認知症の

方への支援に当たつては、ご本人の思いを重視 し、残された力を最大限生か していけるよ

うな支援をすることが重要であるとの考えであつた。

また、既存の調査では明確になっていなかつた認知症による入院患者の状態像と退院可

能性について、先行調査 (精神病床の利用状況に関する調査 (平成 19年度厚生労働科学

研究「精神医療の質的実態把握 と最適化に関する総合研究」の分担研究)を踏まえた追加

調査を行つた。

それ らを踏まえ、認知症患者への精神科医療の役割や、現在入院 している認知症患者ヘ

の対応、及び今後入院医療を要さない患者が地域の生活の場で暮 らせるようにするための

取組に関 して、今後の基本的な方向性について、以下のようにとりまとめを行つた。

なお、今回の基本的な方向性のとりまとめを踏まえ、さらに詳細に検討すべき点につい

ては、改めて本検討チームで検討を行 うこととしており、その意味では、今回のとりまと

めは、中間的なとりまとめという位置づけとなる。

●‐■追加調査結1果の概要

(1)調査の概要

調査対象は、地域性を考慮 しつつ協力の得られた計 9病院 (10病棟)か ら、454
人について回答を得 られた。調査は、アンケー ト方式により、平成 22年 9月 15日現

在を調査 日として行つた。

(2)患者の属性

454人 のうち、アルツハイマー型認知症が約 6割、脳血管性認知症が約 3割であつ

た。平均年齢は 78歳、平均在院日数は944日 (中 央値 336日 )で あつた。要介護

度は、申請な しを除 くと、要介護 3～ 5が約 7割、認知症高齢者の日常生活自立度は、

M型 34%、 Ⅳ型 32%で あつた。

(3)結果の概要



神症状・異常行動の発生頻度と精神科医療の状

0 99%の 患者に、過去 1カ 月間に何 らかの精神症状・異常行動があるが、その発生

頻度は、「ほぼ毎日」と回答 した患者の割合は、「意思の疎通困難」38%、「徘徊」3

0%、 「大声」 18%で ある一方、「月 1～ 2回程度よりも少ない (月 1回未満)」 と回

答 した患者の割合は、「意思の疎通困難」39%、 「徘徊」55%、「大声」61%で あ

り、BPSD症 状の激 しい患者は半数以下である。

○ 過去 1週間に薬物を使用 している患者の割合は、身体疾患治療薬 82%、 抗精神病

薬 56%、 その他の向精神薬 56%、 抗認知症薬 7%であり、精神症状に対する薬物

療法を行 う患者は半数以上いる。一方、使用されている薬物の種類数をみると、抗精

神病薬については、「 1種類」 70%、 「2種類」 22%、 抗精神病薬以外の向精神薬

については、「 1種類」 58%、 「2種類」 32%で あり、いずれも、 2種類以下が約

9割である。

○ 過去 1カ 月に精神科専Fl療法を行つている患者の割合は、「音楽療法、その他の精神

科 リハ ビリテーション」 51%、 「入院精神療法」 31%で ある。

身体合併症とその医療の状

○ 約 9割の患者が、何 らかの身体合併症を有 しており、そのうち「特別な管理 (入院

治療が必要な程度)を要する身体合併症がある」患者の割合は 26%、 「日常的な管理

(外来通院が適当な程度)を要する身体合併症がある」患者の割合は 61%で ある。

○ 調査 日における身体的管理の割合では、「行つていない」 45%、 「身体疾患に対す

る薬物療法」 44%が 高 く、次いで「胃痩・経管栄養管理」 5.7%、 「頻回の血糖検

査」 3.7%、 「喀痰吸引」 3.5%で あつた。

○  「過去 lヶ 月間に他科を受診 している」患者の割合は、 20%で あり、うち 8割が

内科、 2割が皮膚科であつた。

神症状等による抵抗を踏まえたケアの状 ,

○  「身体能力としては出来るはずのADL」 と「介護などの抵抗などを踏まえた実際

のADL」 との比較では、「入浴」、「衣服の着脱」のADLに おいて、「最大の援助」

と「全面依存」を併せた割合は、それぞれ 52%→ 63%、 50%→ 60%に困難度

が増加 しており、精神症状等による抵抗が、介護ケアを一層困難にしている状況が明

らかとなった。

○ 入院の理由については、「精神症状・異常行動が著明となり、在宅医療又は介護施設

等での対応が困難となつたため」との回答が約 7割で最も多く、認知症患者について

は、身体合併症を有する患者が多いことから、精神症状等による抵抗によって、服薬



や身体的管理などの医療ケアの継続も困難になつている状況がうかがわれる。

要 となる居住先 口支援につい

○ 居住先・支援が整つた場合の退院可能性について、「現在の状態でも、居住先・支援

が整えば退院は可能」又は「状態の改善が見込まれるので、居住先 日支援が整えば近

い将来には可能になる」害1合 は37%で あり、先行調査よりも低い結果であつた。

○ そのうち、退院できると仮定した時、適切と考えられる「生活・療養の場」は、「特

養」65%、 「老健」47%(う ち約 4割は特養と重複回答)、 「認知症対応型共同生活

介護 (グループホーム)」 17%と の回答であつた。また、家族や友人などから得られ

る支援の程度については、「支援を得られない」24%、「助言 D精神的な支援」51%
であり、ADLや IADLに 関する支援を受けられる患者は約 2割にとどまつている。

○ 退院先を問わず、退院後に必要な支援については、 1番 目に必要と回答された支援

の項目は、「精神科の定期的な通院」32%、 「4ヽ規模多機能居宅介護」23%、「自宅

を訪問して行われる支援」 7%、 「訪間診療」 2%、 「短期入所をして行われる支援」

2%があがつている。

院可能性の有無や在院期間とのクロス分析について

■■基本的
‐
な考

‐
え方

認知症患者に対する精神科医療の役割としては、以下の点を基本的な考え方とすべきで

ある。

① 認知症の方への支援に当たつては、ご本人の思いを重視し、残された力を最大限生

かしていけるような支援をする。

② 認知症の早期から、専門医による正確な鑑別診断を受けることができるよう体制の

整備を目指す。

③ 入院を前提と考えるのではなく、できる限り入院をせずに生活を継続できるような

支援も含め、地域での生活を支えるための精神科医療とする。その際、アウトリーチ

(訪間支援)や外来機能の充実を図り、本人だけではなく、家族や介護事業者も含め

て支援していく。

④
(周

辺症状 (BPSD)や身体合併症で入院が必要となる場合には、できる限り短期

間の入院での退院を目指す。また、そのような医療を提供できる体制の整備を目指す。

⑤ 入院医療を要さないと判断される患者が地域の生活の場で暮らせるようにするた



め、認知症患者を地域で受け入れていくためのシステムづくりを進める。

⑥ このため、退院支援・地域連携クリティカルパスの開発、導入を通じて、入院時か

ら退院後の生活への道筋を明らかにする取組を進める。

⑦ 症状が改善しないため入院が必要な方に対して、適切な医療を提供する。

③ 地域の中で、精神科医療の観点から後方支援的な機能を果たす。

Ⅲ 具体的な方向性 (案 )

1 認知症患者に対する精神科医療の役割の明確化

(1)地 域での生活を支えるための精神科医

① 専門医による早期の診断

② 認知症の経過や状態像に応じた診療と生活のアドバイス

③ 家族や介護者への相談支援や訪問支援

④ 施設等で生活する認知症患者へのアウトリーチ (訪間支援)

⑤ 精神症状への24時間の対応体制 (ソ フト救急)

⑥ 精神科作業療法や重度認知症デイ・ケアの提供

(2) 認知症の周辺症状 (BPSD)を 有する患者への精神科医

① 認知症の周辺症状 (BPSD)への適切な治療

② BPSDを伴う認知症患者の円滑な受入れ (地域との連携)

③ 認知症患者に必要な入院医療

④ 治療抵抗性の重度の認知症患者の病態像とその受入れ

(3) 身体合併症を有する認知症患者への入院医
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① 合併症の状態像に応じた精神病床の受入先 (総合病院精神科と精神科病院の役割分担)

② 慢性疾患を合併している認知症患者への対応

③ 精神科医療機関と一般医療機関間の連携のあり方

(4) 地域全体の後方支援機

① 地域住民や地域の他施設との連携強化

② 地域住民への啓発活動

2‐ 現在入院して―いる認知症患者

^の
対応及び今1後入院医療を要さ|な い患

1者が地域‐あ1生活
‐
あ
―
場‐で暮ら|せるようにするための取組

‐ _   ■‐■

(1) 認知症に対する医療側と介護側との認識を共有化するための取

① 医療・介護双方の理解の向上

② 入院せずに地域で暮らせるための医療機関の関わりの強化

③ 施設等で生活する認知症患者へのアウトリーチ (訪間支援)【再掲】

(2) 入院医療を要さない認知症患者の円滑な移行のための受け皿や支援の整

① 居住系施設等やサービス支援の整備

② 退院支援・地域連携クリテイカルパスの導入



新たな地域精神保健医療体制の構築に向けた検討チーム (第 2R)

<構成員>
朝田 隆  筑波大学大学院人間総合科学研究科 (臨床医学系)疾患制御医学専攻精神病態医学分野 教授

阿式 明美 特別養護老人ホーム長春苑 施設長

岡崎 祐士 東京都立松沢病院 院長

河岸 光子

河崎 建人 社団法人日本精神科病院協会 副会長 (水間病院院長)

粟林 孝得 社会福祉法人雄勝福祉会平成園 施設長

柴田 範子 特定非営利活動法人 楽 理事長

長野 敏宏 特定非営利活動法人 ハー ト inハー トなん ぐん市場 理事

西田 淳志 財団法人東京都医学研究機構 東京都精神医学総合研究所

野澤 和弘 毎日新聞社論説委員

野村 忠良 東京都精神障害者家族会連合会 会長

東 憲太郎 医療法人緑の風 理事長

広田 和子 精神医療サバイバー

渕野 勝弘 医療法人社団淵野会緑が丘保養園 院長

松浦美智代 医療法人財団青山会介護老人保健施設なのはな苑 看護部長

松本 均  横浜市健康福祉局高齢健康福祉部介護保険課 課長

三上 裕司 社団法人日本医師会常任理事 (東香里病院理事長 )

三根浩―郎 医療法人幸明会新船小屋病院 院長

<検討経緯>
第 5回 (平成 22年 9月 2日 )

議題 認知症 と精神科医療の現状について

第 6回 (平成 22年 9月 13日 )、 第 7回 (平成 22年 9月 16日 )

議題 構成員からの ヒアリング

第 8回 (平成 22年 9月 30日 )

議題 構成員及び有識者か らのヒアリング

有識者 上野秀樹氏 (海上寮療養所)

第 9回 (平成 22年 10月 14日 )、 第 10回 (平成 22年 10月 21日 )

議題 検討すべき論点について

第 11回 (平成 22年 11月 4日 )、 第 12回 (平成 22年 11月 18日 )

議題 認知症 と精神科医療について

第 13回 (平成 22年 12月 ○日)

議題 中間とりまとめ (案)について



第12回 新たな地域精神保健医療体制の構築に向けた検討チーム

平成22年 11月 18日        1  資料 2-3

新 たな地域精神保健 医療体制の構築 に向 けた検討 チーム (第 2R)
論点 (案)への意見

これまでの構成員の意見を踏まえ、認知症患者に対する精神科医療のあるべき姿と役割

に関して、現時点で考えられる論点を以下にまとめた。

(各論点の下に、第 9回 (10月 14日 )、 第 10回 (10月 21日 )及び第 11回 (11
月4日 )の検討チームで出された意見を追記。)

論点 I‐ 認知症患者に対する精神科医療の役割の明確化 (案 )

1 地域での生活を支えるための精神科医

入院を前提として考えるのではなく、できるだけ地域で暮らしていけるよう支援する

ため、以下のような役割を担っていくべきではないか。

。全体の構成、考え方 としては理解するが、「できるだけ」ではなく「原則」 とすべき (岡 :

崎構成員)

。まず患者本人や家族が人 として地域で生活できることが重要であ り、報酬や制度はその

次に議論すべき課題 (柴 田構成員)        `
・入院する前のケースマネジメン トが重要であり、入院 しないよう、BPSDを 防ぐ在宅・

外来医療が大切 (西 田構成員 )

・ どのようなケアがなされていれば入院を防 ぐことができるのかとい うことを作 り上げて

いくことが重要 (河崎構成員 )

。入院 している人 自身の思いに基づいて考えていく必要があるのではないか (野村構成員 )

。認知症の方ご本人の思いをくみ取つていく努力をする必要がある (野澤構成員)

・認知症の方でも、先輩 として敬い、人間として尊敬する視点で取 り組んだ方が良い (広 :

田構成員 )

① 専門医による早期の診断

周辺症状が出てから精神科を受診するのではなく、認知症の早期から、精神科等の

専門医を受診して、正確な診断を行うことができるようにすべきではないか。

:。 診断・治療のためには、患者の生活の背景も聞き出す必要がある (柴 田構成員)  :
Ⅲ認知症疾患医療センターについては 150か 所を目標にしているが、それで十分なのか、:

: 検討が必要 (河崎構成員 )

:・ 専門医は、認知症のサポー ト医との連携や量的整備が必要 (松浦構成員)     :
:・ 物忘れ外来に来る目的は、診断、入院、治療があり、治療については、早期から作業療 :

: 法士が関わることが有効 (阿式構成員 )



11月 17日 版

・精神科医療の役害1は、第一に診断、第二にBPSDが 改善される入院、第二にアウトリ

ーチ支援であると考える (野村構成員 )

・認知症サポー ト医による相談、専門医への紹介が重要であり、そのための活用が必要で

ある (三上構成員 )

認知症の経過や状態像に応 じた診療と生活のア ドバイス

早期の正確な診断により判明 した原因疾患や、認知症の経過や状態に応 じた診断を

適宜行うこと等により、予測される症状や経過を踏まえて、本人、家族、介護者等に

適時適切な生活のア ドバイスを与えることができるようにすべきではないか。

:・ 家族が求めている支援は指導ではなく、話を聞いてくれることが重要。関係職種が一堂
:

: に会するケア会議を多く持てるような工夫が必要 (河岸構成員)          i
:・ サポー ト医事業に精神科も協力 していくべき (長野構成員)            :
:・ 退院 して主治医が変わると悪化することがある。継続 して医療にかかれることが退院時

:

: には必要 (広 田構成員 )

③ 家族や介護者への相談支援や訪間支援

訪間診療、訪間看護、必要な時には24時間365日 いつでも連絡可能な電話相談

等を通じて、患者だけでなく家族や介護者に対する適時適切な支援を行う役割を担う

べきではないか。

・ 24時間 365日 を医師だけでやるのは現実的ではなく、相談員やチームでの対応、相 :

談事業を公的な制度で行 うなどシステムが必要 (三上構成員、長野構成員、河峙構成員、:

岡崎構成員 )

。この点は極めて重要です ぐに駆けつけてくれるサービスが最優先で整備すべき (野澤構 i

成員 )

・電話相談だけでは顔がみえないので、訪問支援で顔の見える関係構築が重要 (栗林構成 :

員 )

。医療の訪問看護はつかいにくい。夜間のサービスがあるとよい (三根構成員)    :

④ 施設等に入所する認知症患者への訪問支援 (ア ウ トリーチ)

施設等に入所する認知症患者への訪問診療を積極的に行うことにより、施設等にお

いて安心して認知症の人を受け止めることができるよう、支援すべきではないか。

・精神科医療が地域に出て行 くことが当た り前になるのであれば、報酬の形で評価 される

ことが必要 (河崎構成員 )

。対診のルールについて整理が必要 (河崎構成員 )

。アウ トリーチは多職種チームで行 うことが重要 (岡崎構成員 )

②
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・患者の生活の場で治療するというスタイルは今後重要 (野村構成員)        :
・精神科医療の役害」は、第一に診断、第二にBPSDが 改善される入院、第二にアウトリ :

―チ支援であると考える (野村構成員)【再掲】
。今の状態を的確に把握するには訪問看護は重要 (三根構成員)           :
。アウトリーチするには人材が不足しているので精神科医療の底上げが必要 (広 田構成員):

。その人の日常生活は家に足を踏み入れない限り分からない。現在の介護サービスでもで :

きている訳ではないが、家に出向いて夜の生活も含めて支える必要がある。医師や訪問 :

看護師が地域に出ることが前提でなければ、家族が苦しむことになる (柴 田構成員) :
。介護の事業所ががんばればがんばるほど重度の人が集まってくる。現場の力をつけるた :

めに、精神科医療の先生方の協力を望む (柴 田構成員)              :

⑤ 精神症状への 24時間の対応体制 (ソ フト救急)

精神科病院のアウ トリーチ等により、在宅等であつても精神症状へ対応できる体制

構築を図るべきではないか。

。地域で見ていくためにはいざとい うときに受け入れ機能を有する精神病院が必要 (朝 田 :

構成員 )

。認知症だけでなく精神疾患も含めてソフ ト救急を位置付けてほしい (広 田構成員)  :
。地域住民が見守 り、声かけに参加するような取 り組みが必要 (広 田構成員)     i

⑥ 精神科作業療法や重度認知症デイ ロケアの提供

退院後の療養にスムーズに移行できるよう、必要な外来医療体制を提供する役割を

担うべきではないか。

。重度認知症デイ・ケアの充実が必要 (河崎構成員 )

2 認知症の周辺症状 (BPSD)を有する患者への精神科医

BPSDを 合併する場合など、地域での対応が困難となつた場合には、迅速かつ十分な精

神科医療が提供できる体制の充実をはかるべきではないか。

① 認知症の周辺症状 (BPSD)への適切な治療

認知症に合併する精神症状や異常行動 (BPSD)に 対して、患者の背景や生活状況な

ども考慮し、BPSDの要因が精神疾患等の精神科医療が必要なものであるかどうか判断

した上で、必要最小限の適切な薬物治療を行える、認知症に習熟した精神科医を養成

すべきではないか。
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適切な治療を検討するに当たっては、環境調整にまず努めるべき (岡崎構成員 )

中核症状のもたらす反応性の周辺症状 と精神疾患等が背景にある周辺症状を鑑別できる

医師が必要 (岡 崎構成員 )

入院当初から家族への説明は重要で、特に制度的支援の説明が必要 (河岸構成員)

必要最小限とい うキーワー ドは重要 (広 田構成員 )

治療を行えることと、養成 とは異なるので項 目を分けるべき (河崎構成員 )

② BPSDを 伴う認知症患者の円滑な受入れ (地域との連携)

日頃から外来診療や地域の事業所と連携を保ち、認知症患者の情報交換を行つてお

くことで、周辺症状への対応が必要になつた場合の円滑な受入れ (入院)が行えるよ

うにするべきではないか。

受入れ (入院)だけでなく出口も円滑になるようにすべき (長野構成員 )

家族にとつては、入院の目的や医療の内容を助確化 してもらい、どうなったら退院する

のかが分かれば納得できる。ばたばたで入院 し、いきなり退院と言われても納得できな

い (河岸構成員)

。入院する前のケースマネジメントが重要であり、入院しないよう、BPSDを 防ぐ在宅 。

外来医療が大切 (西 田構成員)【再掲】

③ 認知症患者に必要な入院医療

短期間で周辺症状を落ち着かせるような質の高い入院医療を提供できるようマン

パワーの充実 (特に夜間)をはかるべきではないか。

っ
―
t・ヽ ・
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。症状の鑑別や      が重要。マンパ ワーの充実も必要だが、認知症をケアするた

めのハー ド面の基準を設けるべき (長野構成員 )

。入院医療は周辺症状への対応だけでなく、鑑別診断のための短期入院も考慮すべき (長

野構成員 )

。地域で支える必要性はその通 りだと思 うが、患者にはいろいろな症状を示す方がいる。

すべての方に地域生活を求められると、困るのは家族ではないか (三根構成員)

・精神科医療の役害」は、第一に診断、第二にBPSDが 改善される入院、第二にアウ トリ

ーチ支援であると考える (野村構成員)【 再掲】

④ 治療抵抗性の重度の認知症患者の病態像とその受入れ

重度の周辺症状を有する認知症患者の状態像の条件を整理し、その条件に該当する

患者については十分な入院医療が提供できるよう、適切な精神科病棟の配置等を検討

すべきではないか。加えて、重度の周辺症状を有する認知症患者へ、質の高い入院医

療を提供するために、身体合併症も診られるよう、内科医の配置や地域の医療機関と

の連携確保等について検討すべきではないか。
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・重症の入院患者の場合は終末期の役割も担っている

。どうしてもBPSDが 治まらない人もお り、そのよ

つていつているのは事実 (朝 田構成員 )

(渕野構成員)

うな患者が時間をかけて病院にたま

3 身体合併症を有する認知症患者への入院医

認知症患者は高齢者が多く、ほとんどの患者が身体合併症を有 しており、それへの対

応力の向上について、検討してはどうか。

① 合併症の状態像に応 じた精神病床の受入先 (総合病院精神科と精神科病院の役割分担 )

身体合併症については、急性期の合併症治療は、総合病院精神科など他の専門診療

科とのリエゾンが可能な受入先が必要であり、基幹型認知症疾患医療センター運営事

業等を活用して、急性期の身体合併症の受け入れができる体制を確保していくべきで

は な い か 。

② 慢性疾患を合併 している認知症患者への対応

認知症については、慢性の身体合併症を有している場合が多いことから、慢性の身

体合併症を持つ認知症患者であつても、入院治療が必要となるような認知症の周辺症

状が発生した場合には、円滑に精神科病院への入院が可能となるよう、地域型認知症

疾患医療センター運営事業等を活用し、体制を確保するべきではないか。

・慢性の身体合併症は 7日 間では対応できない (三上構成員 )

。地域型認知症疾患医療センターの対象に慢性期の身体合併症もいれていくべき

成員 )

③ 精神科医療機関と一般医療機関間の連携のあり方

認知症患者が、精神科以外の専門医療が必要となつた場合には、他の専門診療科と

連携が容易な総合病院精神科を受け皿とするが、地域の医療資源を考慮し、必要に応

じて、精神科医療機関に他の専門診療科の医師が訪問診療を行うことや、精神科の医

師が他の一般医療機関に訪間診療を行うなど、医療機関間の連携強化につながる取組

の推進について、検討が必要ではないか。

。対診については診療報酬の整理や責任の所在の整理を行 う必要がある (河崎構成員) :
。対診のルールは複雑でわか りにくいため積極的に行えない (三上構成員)      :

構

　

一

(三上

:・ 連携 も重要だが総合病院の精神科を増やすべき (広 田構成員 )



11月 17日 版

4 地域全体の後方支援機

認知症患者への総合的なケアの中に精神科医療があるということを鑑みると、認知症

患者、在宅介護を行 つている家族、認知症を受け入れている事業者、行政機関等との連

携を強化 していくべきではないか。

。地域における認知症への全体の関わりの中に精神医療の役割もあることを認識していた

だきたい (長野構成員)

① 地域住民や地域の他施設との連携強化

地域連携会議など、地域住民、地域包括支援センター、地域の事業者等との会合や

情報交換を定期的に行い、地域における診療連携の強化や、退院支援・地域連携クリ

ティカルパスの作成 (論点Ⅱ-2-② を参照。)等 を積極的に進めるべきではないか。

また、ケアマネジメント機能を拡充するため、介護支援専門員が中心となつて行う

個別支援会議にも積極的に参加すべきではないか。

・早期の関わ りが重要である (柴 田構成員 )

② 地域住民への啓発活動

認知症の症状や対処法に関して、地域住民や関係事業者向けの説明会などを行うベ

きではないか。

・住所 と名前が必ず入つているようなファッションをはや らせるべき (広 田構成員)  :
。症状や対処法だけでなくて制度などの説明も必要 (河岸構成員)          :
。心理的社会的なバ リアが大きいところなので、説明・普及啓発活動が特に重要 (野澤構成 :

員 )

。顔の見える関係での相談業務が重要 (栗林構成員)                :
。高齢者への普及啓発は非常に大事 (野村構成員)                 |
。多職種で関わることが重要である。しかし、そのための教育体制も重要 (東構成員、三上

:

構成員、長野構成員 )
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論点I 現在入院している認知症患者への対応及び今後入院医療を要さない

患者が地域の生活の場で暮らせるようにするための取組 (案 )

現在入院 している認知症患者で、必ずしも入院医療を要さないと判断される患者が地域

の生活の場で暮らせるようにするため、及び入院医療を要さないと判断される患者が今後

地域の生活の場で暮らせるようにするためには、身体合併症や治療抵抗性の BPSDの ような

入院せざるを得ない場合を除き、認知症患者を地域で受け入れることが基本となるような

取組を進めるべきではないか。

1 認知症に対する医療側と介護側との認識を共有化するための取

医療機関側か らみれば、認知症の症状がある患者を介護施設や事業者が受けてくれな

いのが現実であるとの指摘がある一方、介護施設側からみれば、医療機関が認知症患者

への退院後の医療的支援が不十分であるとの指摘もある。認知症患者を地域で受け入れ

るためには、医療と介護が連携 してサー ビスを提供する体制が必要であることから、医

療倶Jと 介護側との認識を共有化するための取組が重要ではないか。

。介護に携わつてきた人間として医療に対する思い込みで見ている面があると感 じた。医療

と介護 との認識の共有化は非常に重要である (松浦構成員 )

・介護施設が頑張るほど重症者が集まってくるので力をつける取 り組みが必要。医療と介護

が一緒に受けられる研修プログラムを検討 してほしい (松浦構成員 )

。この項 目は、医療の側からすると逆のことがもつと必要であり、介護の側に医療に対 して

理解 してほしいと思 う。書きぶ りの検討が必要 (河峙構成員)           :

医療側の介護サー ビスに対する理解の向上

医療側においては、認知症患者を地域で支えるために必要な介護サー ビスや生活支

援に対する理解を深めることが重要であるため、医療従事者に対 し、地域の介護サー

ビス資源に関する情報提供や研修の機会を提供するべきではないか。

入院せずに地域で暮 らせるための医療機関の関わ りの強化

入院を要するような周辺症状が出なければ地域で暮 らせることから、日頃から、認

知症患者や家族、介護事業者等との関係を築き、周辺症状の兆候がみ られた場合には、

早期か ら訪間支援等の適切な医療を提供できるようにすべきではないか。

医療側からの介護施設へのアウ トリーチ

認知症患者や、認知症患者を受け入れている介護施設に対 して、積極的に相談支

援や訪間支援を行えるよう環境を整備すべきではないか。

①

②

③
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。医療か介護か責任の所在を整理する必要がある (長野構成員 )

・訪問するのは結構大変なので、見守 りの機能の充実も検討すべき (阿式構成員)  :
・医師が外来もや り訪問診療も行 くとい うのは実際には大変さがある (三根構成員)  :

④ 介護側の対応力の向上

介護側においては、精神科病院を退院する認知症患者であつても、積極的に受け止

められるよう、周辺症状への適切な対応など、医療機関との連携・対応力の向上をは

かるべきではないか。

:。 認知症施策 としてやっている様々な事業があるので紹介 して施策の連携を図るべき (三

: 上構成員 )

入院医療を要さない認知症患者が、地域で安心 して生活することができるよう地域の

認知症の方に対する必要なサー ビスの整備を推進すべきではないか。

また、そのためには認知症患者の状態の的確な把握や、地域での生活に必要な支援の

内容について十分な検討吟味を行うべきではないか。

① 居住系施設等やサービス支援の整備

介護保険事業 (支援)計画の策定に当たつては、その地域の認知症患者の二一ズを

的確に把握 した上で、認知症支援策の充実について、地域の実情を踏まえて記載する

ことを検討 してはどうか。

その際、既存の精神病床の活用についても検討すべきではないか。

。自治体の立場からは、どのようにニーズを把握するのか、どのようなサービスが必要か、

具体的な進め方を示 していただく必要がある。第 5期事業計画でもエッセンスはあっても

よい (松本構成員 )

。日常生活圏の計画では対応できないので、老人福祉圏域程度の範囲で県 と連携 して検討す

る必要があるのではないか (松本構成員 )

。第 5期の段階で、県単位のモデル的な取 り組みをや り、第 6期以降に本格的に進めていく

といったスケジュール感が必要ではないか (松本構成員 )

。何を地域に準備すべきかについては精ネ申科医療だけでなく地域の福祉 も総合的に勘案 して

検討すべき (野村構成員 )

。精神病床の活用 とい うのは、病院 と生活の場 とは大きく異なると思われ、違和感がある (広

田構成員 )
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:・ 受け皿を考える時に、アメニティに配慮 されるのなら、効率化の観′点から、廃止 して新た

: に作るよりは既存のものを活用するとい う視点も重要 (三上構成員 )

:。 小規模多機能サー ビスの量的整備が必要 (岡崎構成員 )

|。 小規模多機能は重要だが医療へのアクセスが確保できるようにする必要があり、医療版小

: 規模多機能のような考えもあるのではないか (三上構成員 )

:。 精神病床については、今後の認知症患者が増えることを考えると、キャパシティがこれで

: よいかどうか考えなければならない (渕野構成員 )

:・ 老健施設では、短期集中リハを実施 し、早期の家庭復帰の支援に力を入れている。認知症

: 患者の退院支援の受け皿 として、老健をもつと活用 してほしい (東構成員 )

|・ 多職種がいて医療的なこともできるとい う意味では老健施設に期待できる (阿式構成員)・

: 地域で安心 してみるためには、老健施設でのショー トステイの受け皿が重要 (三野構成員 )

|・ 緊急に入所できる介護保険施設があれば、安心して在ゼでの療養が出来ると考えられるが、

: 現在の介護保険制度においては、ショートステイの使い勝手が非常に悪いため、改善の必

要があると考えている。 (三上構成員 )

。退院可能な認知症高齢者がいれば、可能な限 り介護保険で受け止めるべきである

(松本構成員 )

② 退院支援・地域連携クリティカルパスの導入

受け皿の整備に加えて、周辺症状等が改善 した後、退院先での生活への移行を円滑

に行 うことも重要であるため、入院早期に、症状が改善するまでの診療計画、退院先、

退院後の医療的支援等を含めた退院支援・地域生活医療支援計画 (認知症版退院支

援・地域連携クリティカルパス (※ ))が作れるよう、モデルとなる退院支援・地域

連携ク リティカルバスを開発・普及させるべきではないか。

(※ )地域連携クリティカルパス

入院初期の段階からあらかじめ、急性期の診療計画と併せて退院後の連携機関における診

療計画を作成しておくことにより、円滑な転院を促し、入院期間を短縮する効果があるとさ

れている。医療計画に定める疾病 (がん、脳卒中、急性心筋梗塞及び糖尿病)や、大腿骨頸

部骨折等で既に導入されている。

:・ 連携パスの導入は良いことだと思 うが、受け皿の準備が伴っていかないと具体的なパスの
i

: 検討は困難ではないか (河峙構成員 )

:・ ケアマネジメン ト、ケースマネジメン トを介護だけでなくどう組み立てていくかが重要に
:

: なる (河峙構成員 )

:。 状況は地域によつてずいぶん異なる。それぞれの地域で認知症の方の地域生活を支えるシ
:

: ステムを作つていく必要がある (河峙構成員)                   :
:。 事例の連携パスは思つたほどうまく進んでいないと認識 している。BPSD等 で思 うよう :

: にいかなからたのと、最終的には受け皿の関係 もあったのではないか (渕野構成員)  :
:。 何か月で退院 して地域に帰す。病院のPSWや ケアマネジャーが協力 して生活を支えてい

:
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くことができれば良いのではないか (渕野構成員)

・ 1日 でも早 く退院 して地域生活に戻つていただきたいのが現実。スムーズに出られるよう

なシステムを作つてほしい (渕野構成員 )

・連携パスに過度の期待は禁物であるが、連携の底上げとい う点では必要である。ただ、患

者不在の作業工程表にならないように注意が必要である。 (長野構成員 )

。パスは本人の生活をベースにした計画が立てられるような工夫がいる (野村構成員)

。家族にとつては、入院の目的や医療の内容を明確化 してもらい、どうなつたら退院するの

かが分かれば納得できる。ばたばたで入院 し、いきなり退院 と言われても納得できない。

(河岸構成員)【再掲】
。一律に適応するのではなく、濃淡が必要。尾道のパスはシンプルなもので うまくいってい

る (朝 田構成員 )

。連携強化には、病院の精神保健福祉士 (PsW)の活用が重要 (東構成員、岡崎構成員、三

根構成員、河岸構成員 )

・PSWの活用にあたっては精神医療の専門性よりもむしろ高齢者ケアを学ぶ姿勢が必要

(広 田構成員 )

・退院だけではなく、入院する前から症状が出た場合のパスといった今ない視点でのパスも

必要ではないか (西 田構成員 )

・勤務 していた病院では、 1週間、 3か月、 6か月でパスを作つていた。入院時から節 日ご

とに目標を示すことで確実に退院の話につながるとい うメリットがある (阿式構成員)

。大牟田パスなど認知症施策全体で検討 されているのパスについても例になるのではないか

(三上構成員 )

10
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精神科病院に入院 している認知症患者の家族へのアンケー ト調査

認知症治療病棟を中心に、認知症を積極的に治療 している精神科病院 (9

病院、9病棟)の 440人の認知症患者の家族に対 しアンケー トを行つた。

●調査期間    平成 22年 11月 8日 ～11月 15日

●調査方法    調査票によるアンケー ト方式

●回 答 者    家族 (面会時、電話、郵送にて実施する)

●調査項 目    別紙の調査票のとお り



集計 (376人 )

A回 答者 本人との関係

(贔晟犠 無回答
見人など) 意

16%

兄弟姉妹

8%孫

1%

子 配偶者 孫 兄弟姉妹
その他

(親戚・後
見人な

無回答

168 105 5

―
一
　

　

Ｂ 同居または別居

その他

(親戚・後

見人など)¨
＼

6%

問1)今後の治療をどこで行いたいですか?

目 署 自宅以外 無回答
10 365 1

無回答
0% 自宅

同 居 労‖′言 その 41b

194 160 22



問2)問 1で自宅以外を選択の理由

①このまま入院を続けたい
②介護保険施設へ入所したい

3)問 2でこのまま入院を続けたいを選択の理由
①現在の病状ではとても自宅ではみることができない
②介護保険施設より、現在入院している病院の
雰囲気やスタッフがよい

③現在の病院に認知症を診る専門医がいるため
④介護保険施設への入所を検討したが、
施設より断られたため

⑤介護保険施設の自己負担が高額なため

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0

⑤  無回答

・認知症以外の疾患も含ん

でいるため
・自分も高齢のため
・このまま入院を続けたい

が、退院と言われたら施設

を検討する。



間4)問2で介護保険施設へ入所を選択した理由

①現在の病状ではとても自宅ではみることができない
②介護保険施設の雰囲気やスタッフがよい
③退院をすすめれるので仕方なく
④自宅で介護する人がいないため
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ぷ
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④
  T回言  虫

間5)現在入院中の病院に対して

①治療・リハビリ

200 1

150 1

100 1

50 1

治療・リハビリ

竣 グ

0

√ ♂グヽ〆ヽ

② ③ ④ 無回答

1 1



②医療スタッフの対応

:

200 1・

医療スタッフの対応

|グ 竣 グ′√ 苺「   彫
グ グ グ グ グ 膨

ダ

――嵐
や

③施設・設備

200

150

100

50

0

施設・設備

イ が 夕 が 不 ギ

鷹

大 変 良い 良 い 普 通 重ユぃ 大変悪い 無 回答

173 64 0 0

大変 良い 良 い 普 :雨 虫
一

大 変 卒 |.ヽ 無 回答

109 193 70 l 0 3



<家族からの意見>

毎日大変お世話かけております。

母もだんだん身体も衰えてきて、認知症もひどく家庭で介護することができません。

家内も乳がんの手術後健康でもなくなり、自分のことも大変困つている状況ですの

で、入院生活をよろしくお願いいたします。

以前グループホームに入所 しましたが、本人があまりの暴力暴言で入所を断られて

こちらにお願いしています。

認知症に加えて、内科的な病気もあり両方から考え、専門の病院があると家族は安

心です。また、患者もスタッフの支援により病状が安定しているため、継続 した入

院を希望します。

本人が介護などを拒否しているようで、職員の方に迷惑をかけていると思 うと申し

訳ないです。怒つたり、怒鳴ったりしているようなので、今後病院ではなく、介護

保険施設へ行つた時に職員の方が上手に対応できるかが,心配です。精神科の病院だ

からこそ、対応も上手にできているが、施設だとどうなのかと不安になります。

現在の状態では常に見守りが必要なため、外泊時にも度々転倒したこともあり、グ

ループホームなどへの入所も検討 して相談してみたりもしましたが、施設より断ら

れている現状です。日中は仕事で家を留守にしている家族にとつて、このような中

受け入れてもらい、見守ってもらっているという点でも大変助かってます。

5)認知症も重度であります。施設は断られました。家族も高齢で、かかわるにも限界

で、入院継続に縛 りがかかるようでしたら、本当に途方に暮れてしまいます。何と

かしてほしいです。

6)自 宅が無理、施設も対応が無理として、再入院している状況です。入院継続できな

ければ、どうしたら良いのでしょうか ?逆に国の方に聞きたいくらいです。

7)2回 目の入院であるが、自宅では無理であつた。入院継続が難しくなると考えただ

けで、非常に頭が痛くなる思いがします。家族も高齢で大変です。

8)施設での受け入れを断られてやつとの思いで入院できた。介護者も持病を抱えてい

て家族が仕事を辞めて介護するとなるとまさに共倒れになってしまうので、国へ強

く、協会として訴えて欲しい。

９
″

3)

4)



9)夫婦二人暮 らしで近くに住んでいても認知症の場合はかかわることが非常に難 しい。

施設でも難 しく、在宅でのサービスではカバーできない。火の不始末で近所にも迷

惑かけての入院の経緯あり。国の施策転換の理由がわからない。

10)受 け入れてもらえる施設もなく、在宅でも住環境含めて介護ができない状況がある。

入院期間の制限がなされると家族として途方に暮れてしまいます。

11)現在、夫婦 (子 )と も、働きに出ていて、日中は留守でこのような状況で認知症の

父を一人家におくことはできない。

12)農業をしながら病弱の両親の面倒をみることが大変で、父親一人でも介護 していた

だき、大変助かつております。

13)施設の検討を以前しましたが、入れるところがありませんでした。継続 して入院を

希望いたします。

14)入院を希望していますが、施設を勧められ、特養を申し込んでいます。けれど、施

設には先生がいらっしゃらないので不安もあります。

15)立 ち上がりもできないし、便も自分でできないので、自宅では見ることができない。

私が大変で生活できない。

16)入院できないと一人暮らしの方や、介護できる人が一人しかいないような場合など

自宅では介護できずに行き先に困つてしまうことも多々出てくると思う。特に認知

症の患者の場合は 24時間目が離せないような状況も多々あり、困ると思 う。

17)病状には個人差があり、施設で対応が困難な方もいて、入院を切られると家族とし

ては非常に困る。

18)糖尿病もあり、注射をしているので施設は難 しかった。自宅では日中一人になり危

険。このまま入院を希望します。

19)自 宅だと介護する側の負担が大きい。身体的精神的ス トレスが増してしまう。優 し

くとか思いや りをもつて接することが難しい。介護保険施設とかだと認知症を十分

理解できてないようで、その人に合わせた介護が難しい。その人らしく生活できな

いのでは。



23)

24)

家で見れれば見るけど、現状では支援体制含めて見れない。やつと入院させたけど、ま

た退院となると死活問題である。事業仕分けでもして弱者を切るつもりなのか。協

会として頑張つてください。

20)自 宅に引き取ると自分の仕事ができなくなる (母は寝たきりで全介助。発熱も繰り

返 している)。 施設予約を考えているが、予約 してもいつ入所できるかわからない

と言われたので、現在入院させてもらつている病棟がなくなるのは大変に困ります。

21)徘徊がひどく、今の病状では自宅では見ることができず、専門医のいる病院で、ス

タッフの対応にも安心してお願いすることができ満足しています。

22)施設でも不適応 となり、在宅での対応が限界となって入院させてもらっているので、

国の施策の見直しは、家族や患者本人に対 しても悪影響が目に見えている。

本音を言 うと、在宅が無理で入院させた経緯あり。施設も色々あたつてみたが、徘

徊症状がひどくて受け入れ先がないのが現状である。国はもつと現場の意見をくみ

とるべきである。

病状として、自宅では限界であり、施設でも対応が難しいと言われている状況があ

る。そのために仮に退院を迫られるとなると、本人も家族も追いつめられてしまう

ので困る。

身寄りがなく、知人の私が身元引受人をしています。以前、養護施設や老人保健施

設に入所されたが、すぐに退所となり、施設では難 しいのかと思います。

一度、介護保険施設へ入所 しましたが、みることが難 しいと再入院になつたので、

入院以外ではとても自宅でみることはできない。

施設では無理と言われて、在宅でもできるだけ頑張つたが、限界を感 じて入院させ

てもらつた経緯がある。家庭崩壊してしまうので、入院継続 させてもらいたい。

病状的には、施設よりも入院継続が望ましいと考える。家族も精神的に追いつめら

れた上での入院の経緯があつて、共倒れしてしまったらどうするのかと思う。

特養にお世話になるには、ちょつと大変な本人です。家でも無理です。退院・入院・

通院を繰 り返すことは環境の変化に対応できない本人に、ス トレスが大きくかかり

ます。本人のために、継続入院を希望します。

25)

26)

27)

28)



介護保険施設への転院を考えていますが、現在主人も療養中で、仕事をしていないため、

生活面は私一人でやつているため、金銭的にとても苦しい状況です。施設への入所

は保証金も必要となりますので、そのお金もまったくありません。

はっきり言つて生活するためのお金もない状態です。申し訳ありませんが、もうし

ばらくこのまま入院させていただけたらと思います。

29)家族としては自宅で見ることは難しいので、長期に見てくれるところが望ましい。

30)家で介護 していた時、介護疲れによる心中寸前まで追い込まれた身としては現状は

とても助けられている実感があり出来 うる限り入院継続をお願いしたいと思つて

おります。また、60日 おきに次の施設を探すといった負担も大変なものがありま

す故。

31)認知症が重度になると家庭で面倒をみるのも限界がありこのような病院は絶対必要

です。

32)本来であれば身内がみるべきだとは思うが、認知症に身体の疾患もありみることが

難 しい。専門医のいる病院でみてもらえると安心。

33)現在も自宅でみれる状態ではなく介護の世代交代は難しく自分ひとりで介護する事

も困難である。

34)それぞれ家の事情がある。親をみたい気持ちはあるが実際介護 しなければならない

と生活が狂つてしまうし、母親にも入院治療が必要な状態である。

35)患者の症状・状態によって入院期間を決めて欲 しい。一律にされると困る。

36)治療必要な状態のため入院している現状のため治療が終了するまで期間を定めず入

院させてはしい。

37)親なので本来ならば自分でみなければならないだろうし、みたいと思うが、実際今

の病状では困難。お互いの生活を守るためにも入院は必要。

38)認知症で高齢のため身体の疾患もあり自宅でみることは難しい。家族も働いている

ので介護をするとなると仕事を辞めなければならず収入がなくなると生活できな

い 。



39)家族側として十分な受け入れ体制が整っていない。もし入院期間を短くするのであ

れば次の受け皿を検討 してからでお願いしたい。嫁ぎ先の家族や自分の家族様々な

事情があるのでお世話にならぎるをえない現状を理解 して欲 しい。

40)主人が 2週間に 1度抗がん剤をしなければならない病状ですので母の入院は私ど

もにとつて必要です。

41)普段はおとなしく静かにしていますが油断するととんでもない事をします。家族に

対して牙を向く事が出来ない時は自傷行為に及ぶこともありますので、自他では難

しいです。

42)行 くところがないc先生の治療をうけられて嬉しく思っています。先々長くないな

ら場所の移動をせず病院で看取つてもらいたい。スタッフの方々も理解があり親切

で助かります。

43)現状の病状で自宅等でみることは不可能なのでやはり専門家のいる入院が最適な状

況と思つています。

44)と ても自宅で見ることはできないから助かっている。

45)家庭においては母・長男 。長男の嫁の 3名 が生活 してお ります。

若い二人においては朝から晩まで働き、介護もできない状況です。

また、母においても足元も弱くなり、体力、身体の状況、精神状態 (最近はふさぎ

込んでうつ状態になりつつもあります)の中での介護ができません。

この病院に入 り、いつ「出てください」と言われるのか、言われたら「どうしよう」

とそればかりを考えてお ります。病院で、皆さんの温かな介護や訓練等かかわつて

くださることに、頭が下がり、感謝しております。

入院前の数日のことを考えると「どうしよう」と私自身パニックを起こしそうにな

り不安がいつぱいだったことを思い出し、入院させていただくことに感謝しており

ます。テレビ等でもこのような情報を耳にしたこともあり、預かっていただいてい

ることをいいことに、日にも出しませんでしたが、そんな時がくるのかと思うと不

安いっぱいになります。

今はこの病院が私たちにとつては唯一頼 りにしている機関です。自分のことばかり

考えてはいけないのかもしれませんが、ぜひ預かつていただきたく、お願いします。



【調査票】

A.本人との関係

ご本人との続柄を記入ください (      )
B.同居 。別居の有無

(同居 ・ 局1居 )

間1 今後の治療をどこで行いたいですか?

①自宅でみたい

②自宅以外

問2 問 1)で②と答えられた方に対する質問です。その理由を 1つ選んで下さい。

①このまま入院を続けたい

②介護保険施設へ入所したい

③その他(                )

問3 問2)で①と答えられた方に対する質問です。その理由を 1つ選んで下さい。

①現在の病状ではとても自宅ではみる事ができない

②介護保険施設より、現在入院している病院の雰囲気やスタッフがよい

③現在の病院に認知症を診る専門医がいるため

④介護保険施設への入所を検討したが、施設より断られたため

⑤介護保険施設の自己負担が高額なため

間4 問2)で②と答えられた方に対する質問です。その理由を1つ選んで下さい。

①現在の病状ではとても自宅ではみる事ができない

②介護保険施設の雰囲気やスタッフがよい

③退院を勧められるので仕方なく

④自宅で介護する人がいないため



問5 現在入院中の病院に対して、下記の質問についてお答えください

① 治療 。リハビリ

3

普通

② 医療スタッフの対応

3

普通

③施設・設備

3

普通

その他 ご意見などをご自由に記入 ください。
「

―

―

―

リ



第12回 新たな地域精神保健医療体制の構築に向けた検討チーム

平成22年 1¬ 月18日        1  参考資料

「精神病床における認知症入院患

者に関する」調査について

1.精神病床における認知症入院患者に関する調査の概要

(第 11回新たな地域精神保健医療体制の構築に向けた検討チーム

〔平成 22年 11月 4日開催〕資料 1)

2.「精神病床における認知症入院患者に関するJ調査について

(第 11回新たな地域精神保健医療体制の構築に向けた検討チーム

〔平成 22年 11月 4日 開催〕資料 2)

3.「精神病床における認知症入院患者に関する調査」に関する論点

(第 11回新たな地域精神保健医療体制の構築に向けた検討チーム

〔平成 22年 11月 4日開催〕資料 3)



第11回 新たな地導精神保健医療体制の構築に向けた検討テーム

平成22年 11月 4日        1   資料 1

精神病床における認知症入院患者に関する調査の概要

1目 的

精神科病院における認知症入院患者に対する医療の状況、患者の状態等につ

いて、既存の調査では把握されていない点について詳細に把握し、新たな地域

精神保健医療体制の構築に向けた検討チームにおける検討資料とする。

2 調査対象

(¬ )対象病院

対象病院は、地域性を考慮しつつ協力を得られた、北海道、山形県、東京

都、岐阜県、愛知県、兵庫県、香川県、佐賀県、鹿児島県から、認知症患者

を比較的多く受け入れている病院、計9病院を対象とした。

(2)対象病棟

対象病棟は、診療報酬及び介護報酬上の区分により、認知症治療病棟入院

料の届出病棟がある場合は当該病棟とし、認知症治療病棟入院料の届出病棟

がない場合は、その他の認知症患者が入院している病棟を対象とした。病棟

種類別の内訳は、認知症治療病棟入院料 ¬ (6病棟)、 認知症治療病棟入院

料 2(¬ 病棟)、 精神病棟入院基本料 (1病棟)、 精神療養病棟入院料 (1病

棟)、 老人性認知症疾患療養病棟 (1病棟)、 計 10病棟である。

(3)対象患者

対象患者は、認知症治療病棟入院料の届出病棟については診療録において

認知症を主傷病とする全患者、それ以外の病棟については診療録において認

知症が主傷病又は副傷病に含まれている全患者とし、計454人についての

回答を得た。

3 調査方法

(1)調査期間 平成22年 9月 27日 ～ 10月 4日

(2)調査日  平成22年 9月 15日 現在

(2)調査方法 調査票によるアンケー ト方式

(3)回答者 調査対象病棟の病棟師長

(適宜、担当医や精神保健福祉士等と相談)

4 調査項目

別紙の調査票のとおり。

腑
黎

則精神病床における認知症入院患者に関する調査  【患者調査

回答用紙に記入願います。

問1 対象者の認知症の診断名をお答え下さい。

1 脳血管性認知症             4 前頭側頭型認知症
2 アルツハイマー型認知症         5 その他確定診断未定なもの
3 レビー小体型認知症

間2 対象者の生年月・年齢をお答え下さい。

問3 対象者の性別をお答え下さい。

間4 対象者の在院日数をお答え下さい。

1 明治 2大正・3昭和  年   月 現在  歳

1 男性        2 女性

問5 対象者の改定長谷川式簡易知能評価スケール (HDS― R)を お答え下さい。      点

間6 対象者の要介護認定をお答え下さい。

1 申請無し                6 要介護2
2 非該当                 7 要介護 3
3 要支援1                8 要介護4
4 要支援2                9 要介護 5
5  襲介語 1

問7 対象者の認知症高齢者の日常生活自立度をお答え下さい。

1 自立                   4 Ⅲ

2  1                               5  Ⅳ

3  ■                                   6  M

る状態  等

日

[___ ______―
―

  ― ―

―

― ―

―

―    
― ― ―

 ― ―
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間8 対象者の調査時点から過去 lヶ 月間の下記のA～ R【精神症状・異常行動】の頻度について、
1～ 5か ら選んでそれぞれお答え下さい。

【精神症状・異常行動】

A 幻覚                  K 不眠

B 嫉妬妄想                 L 意思の疎通が出来ない

C 物盗られ妄想               ‖ 他の患者との トラブル

D 被害妄想                 N 他の患者への暴力行為

E 盗食 (他の思者の食事をとる)      0 医療スタッフヘの暴力行為

F 弄便                  P 自傷行為

G 異食                   0 必要な身体的治療への抵抗 (点滴、胃療チュ

H 夜間せん妄                一ブなどを引き抜いてしまうなど)

I 徘徊                   R その他 【     】
J 大声

【頻度】

1 ほぼ毎日                 4 月に1～ 2回程度
2 週に2～ 3回程度            5 それ以下

3  褪ユに 1

L__

問9 過去 3日間の、対象者の a～ dの 日常生活動作 (ADL)そ れぞれに対する支援のレベル (※ )に つい
て、以下の基準を参考に、1 身体介護への抵抗などを踏まえた実際のADL 2 身体能力とし
てはできるはずの ADL のそれぞれについて 0～ 6の 中から最も近いものを 1つ選んでお答え下
さい。

【9-1】 身体介護への抵抗などを踏まえた実際の ADL

<参考 >
ADLへ の支援の レベル (※ )

0 自立    :手 助 け、準備、観察は不要。または

1～2回のみ。

1 準備のみ   :も のや用具 を患者の手の届 く範囲に

置 くことが 3回 以上。

ボディタッチは必要か

必 要ある

↓

必要ない →
:

自立

準備のみ

観察

2 観察    |
3 部分的な援助 :

4 広範な援助  :

5 最大の援助  i

6 全面依存   :

見守 り、励ま し、誘導が 3回 以上

動作の大部分 (50%以上)は 自分でで

きる。四肢の動きを助けるなどの体重

(身体)を 支えない援助を3回 以上。

動作の大部分 (50%以上)は自分ででき

るが、体重を支える援助 (た とえば、四

肢や体幹の重みを支える)を 3回以上。

動作の一部 (511%未満)しか自分でで

きず、体重を支える援助を3回以上。

まる 3日 間すべての面で他者が全面

援助 した。

必要ない→ 3部 分的な援助

1:3 h --> 4. rrrrttlg[h

{l|a+' ft.xq)&.vr

L(r.&!'a6. a6#itt

aベッ隆日か亜動性 塘け

'尺

ケ禁壁お身孫8在暑嵯肇基学る寝
返りをうつたり、起き上がっ

b移乗 傘晨遅父お嘉異な晨お
いすや軋す`罐ったり、立ち上がるか0谷槽

o食事 基霧轟彙装宅轡急り、飲んだりするかは手、下手に関係な0経管や

dト イ レの使用
曇[をi言を1あ羹[藤そテ

碁曳〔欠i霊露凛電種勇拿菫年完ら層瑾P

e入 浴 風 呂、シャワー、な どで首か ら下 (背 中以外 )を洗 う
0

4

1

5

2

6

3

f衣服の着脱
普段使用 している衣服の着脱

警掻厭
あつた衣類の選択、衣類の準備、手渡 し等、着脱までの行為は含

0

4

31

5

2

6

【9-2】 身体能力としてはできるはずの ADL

aベッド上の可動r■ 楚51尺し禁整お貴募2在暑[肇皇学る寝返りをうつたり、起き上がっ

b移乗 傘後と父お嘉異慮風お
いす仰 す`曜ったり、立ち上がるか硲槽

c食事 基鶴基奄魯なり、飲んだりするかは手、再に関係な0続や

dト イ レの使用
i[』量爆:1あ菫霞霞7テ

警えf欠三最蔵豪電霧劣阜生し免ら層瑾争

e入 浴 風呂、シャワー、などで首から下 (背 中以外)を洗う
0 1

4 5 6
3

f衣服の着脱
普段使用 している衣服の着脱

讐矮脈
あつた衣類の選択、衣類の準備、手渡 し等、着脱までの行為は含

0

4

1

5

2

6



一‐

こ ____→

1 いくらか困難 (援助が必要、非常にゆつくりしている、疲れる)

2 非常に困難  (ほ とんど、あるいは全 く本人は実施できない)

【間 11で 2を選択した方にうかがいます。現在治療中の認知症以外の合併症についお

答え下さい。】

付問11-2

問10 次の IADL(手段的日常生活動作)各項目について、対象者が自分一人で実施する場合 (そ

のような状況になった場合)、 どの程度困難かを困難度 (※ )の 0～ 2か ら1つ選んでそれぞ
れお答え下さい。

a食事の用意 (献立を考える、材料を用意する、料理する、配膳する) 0 2

b家事一般 (食事の後片付け、掃除、布団・ベツドの整理、家の中の整頓、洗濯など) 0 2

c金銭管理 (請求書の支払い、貯金の管理、家計の収支勘定) 2

d薬の管理 (服 用の時間、袋からの取り出し、処方通りの月1用 ) 0 2

e電話の利用 (自 分で電話をかけた り、受けたり) 0 2

f買 い物 (食べ物や衣類など必要な物を自分で選び、支払う) 2

g交通手段の利用 (バ ス・電車などの乗り物による移動) 0 2

問11 対象者は、現在、認知症以外の合併症がありますか。次の中から選択して下さい。

特別な管理 (入院治療が適当な程度)を要する身体合併症がある

日常的な管理 (外 来通院が適当な程度)を要する身体合併症がある

ない

【間 ¬1で 1を選択 した方にうかがいます。現在治療中の認知症以外の合併症についてお

答え下さい。】

付問 11-1

1 高 血

「

■症             9  て

2 脳血管疾患           10 気管支喘息
3 心疾患             11 骨折
4 糖尿病              12 慢性腎機能障害・腎不全
5 廃用症候群           13 悪性新生物 (がん)

6 麻痺               14 肺炎 (誤哺性肺炎も含む)

7 気分障害            15 肺気腫・慢性閉塞性肺疾患
パーキンヽ 16 その

1 9  てんかん
2 脳血管疾患           10 気管支喘息
3 心疾患             11 骨折
4 糖尿病             12 慢性腎機能障害・腎不全
5 廃用症候群           13 悪性新生物 (が ん)

6 麻痺              14 肺炎 (誤哺性肺炎も含む)

7 気分障害             15 肺気腫・慢性閉塞性肺疾患
16 その他の疾患 【8 パーキンソン病関連疾患     16 その他の疾患 【      】

問12 調査日における対象者に行つている身体的管理についてお答え下さい

インスリン療法              lo 24時 間持続点滴
点滴管理                11 疼痛コントロール

胃療・経管栄養管理           12 中心静脈栄養
膀眺留置カテーテル           13 気管切開又は気管内挿管

褥塘管理 (Ш 度以上)          14 人工呼吸器
喀痰吸引                15 人工透析

酸素療法                16 身体疾患に対する薬物療法 (抗がん剤含)

頻回の血糖検査             17 行つていない

人 工 肛

間13 対象者の過去 lヶ 月間の他科受診の有無についてお答え下さい。

【問 13で 1を選択した方にうかがいます。現在受診している診療科目及び lヶ 月間の受
診頻度についてお答え下さい。】

付問 13-1

1 内科    (月   回 )     5
2 外科   (月  回)     6 耳鼻利
3 整形外科  (月  回)     7 歯科
4

回

回

ｌ

月

月

問14 対象者の薬物療法・精神科専門療法の程度についてお答え下さい。

【14-1】 過去 1週間に使用した薬物についてお答え下さい。

1向精神薬 (抗精神病薬、抗不安薬、睡眠薬、抗うつ薬、抗てんかん薬)について何種類使用してい

るかお答え下さい。

1～1抗精神病薬 (頓 服薬を除く)

1-2上記以外の向精神薬 (頓服業を除く)

2そ の他精神症状に対する治療薬 (漢方薬など)を何種類使用しているかお答え下さい

3抗認知症薬 (ド ネペジルなど)を 何種類使用しているかお答え下さい 種類

4身体疾患治療薬を何種類使用しているかお答え下さい                  種類

5上記以外の治療薬 (ビ タミン剤等)を何種類使用 しているかお答え下 さい 種 類

【14-2】 対象者に過去―ヶ月間に行つた精神科専F5療 法についてお答え下さい。

］『國
精神科作業療法

入院生活技|ヒ訓練療法

入院集団精神療法

入院精神療法

5 音楽療法、回想療法、その他の精神科リハ

ビリテーション

その他 【     】



「
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間 15 対象者の現在の診療費等支払方法は、次のうちどれですか。あてはまるものをすべて選択 し
て下さい。なお、介護保険サー ビス利用者で、医療保険等と公費負担医療を併用 している
場合は、それ らの両方について記入して下さい。

1 自費診療 (保 険外併用療法費を含む)

医療保険等、公費負担医療

A 医療保険等

2 協会けんぱ (本 人)           9  退職者医療 (本人)

3 協会けんぽ (家族)           10 退職者医療 (家族)

4 健康保険組合 (本 人)          11 後期高齢者医療制度
5 健康保険組合 (家族)          12 労働災害・公務災害
6 各種共済組合 (本人)          13 自動車損害賠償保障法
7 各種共済組合 (家族)          14 その他 【   】
8 国民健康保険

B 公費負担医療

15 感染症の予防及び感染症の患者に対する 17 生活保護法 (医療扶助)

医療に関する法律           18 その他の公費負担によるもの
16 精神保健及び精神障害者福祉に関する法

律

19 介護保険 (介護扶助を含む)

|      ~

問¬7 対象者の入院前の状況についてお答え下さい。

1 単身
2 配偶者と同居 (内縁関係を含む)

3 子または孫と同居
4 配偶者及び子または孫と同居
5 その他の親族と同居
6 他の精神病床に入院
7 他の病院・診療所 (精神科を除く)

8  介護老人保健施設 (老健)に入所
9  介護老人福祉施設 (特養)に 入所
10 グループホームに入所
11 その他の介護施設 (有料老人ホーム、軽

費老人ホーム、高齢者専用賃貸住宅など)

に入所

12 その他 【

[__

A 介 護保 険 に よ るサ ー ビス

1 訪問介護                7  通所介護
2 訪問入浴介護              8  短期入所生活介護
3 訪問看護                9  短期入所療養介護
4 訪間 リハビリテーション         ¬0 小規模多機能型居宅介護 (※ )

5 居宅療養管理指導             ¬]そ の他 【       】
6 通所 リハビリテ,シ ョン

12 訪間診療               司5 重度認知症デイケア
13 訪間看護               16 身体的リハビリテーション
14 通院医療                17 その他 【       】
C その他の支援

問 18 対象者の入院直前の介護サー ビス、医療、その他の支援の利用状況についてお答え下さい。

18 行政機関 (保健師等)に よる訪問指導
19 民生委員、近隣の見守 り等
20 家族等による経済的支援
21 家族等による介護支援

22 生活保護受給申請

(※ )小規模多機能型居宅介護 :「 通い」を中心として、要介護者の様態や希望に応じて、随時「訪問」
や「泊まり」を組み合わせてサービスを提供することで、在宅での生活継続を支援する。

間 19 対象者の入院の理由についてお答え下さい。 (最 も適切な理由を一つ選択 して下さい。)

問20 対象者の地域との関わ りについてお答え下さい。

1 地域との密接な関わ り合い (身近に気軽に相談できる相手がいるなど)有 り
2 との密接な関わ り合い (身近に気軽に相談できる相手がいるなど)無 し

23 年金受給申請

24 成年後見制度等の活用

25 その他 【

26 不明

1 精神症状・異常行動が著明となり、在宅療養や介護施設等での対応が困難 となったため
2 精神科以外の医療施設で身体合併症の治療を行つていたが、精神症状・異常行動が著明となり治

療継続ができな〈なったため
3 身体疾患の急性期状態が安定し、精神症状の加療が必要なため
4 精神症状は安定しており、精神科以外の医療施設や介護施設等でも対応できると思われるが、迪

切な施設に空きがなかつたため
5 精神症状は安定しており、精神科以外の医療施設や介護施設等でも対応できると思われ、適切な

施設に空きはあったが、医療介護サービスの対応が困難と言われたため
6 精神症状は安定しており、在宅療養でも対応できるが、必要な在宅医療が確保できないため
7 精神症状は安定しており、在宅療養でも対応できるが、必三な直宅介護サービスが確保できない

ため

8 精神症状は安定しており、在宅療養でも対応できるが、家族の介護困難、又は介護者不在のため
9 上記以外で、家族等が強く生望するため
10 その他 【                   】



問21 対象者の自宅での介護者の有無についてお答え下さい。

1 日中、夜間とも介護ができる人がいない (介護者が病気等によ

2 夜間のみ、介護ができる人がいる

3 日中のみ、介護ができる人がいる

4 日中、夜間とも介護ができる人がいる

5 不明

り介護できない場合も含む)

【問21で 2、 3、 4を選択した方にうかがいます。介護者の続柄についてお答え下さい。】

付間21-1

1:撃
偶者

             ,iでの他の親族

【問21で 2、 3、 4を選択した方にうかがいます。介護者の健康状態についてお答えく

ださい。】

付問21-2

態 に問 題 な し

持病・障害等有り健康状態に不安がある

間22 対象者の身体障害者手帳について、次のうちあてはまるものを1つ選択して下さい。

1 もっていない   2 1級    3 2級    4 3級

問23 対象者の精神障害者保健福祉手帳について、次のうちあてはまるものを1つ選択して下さい。

1 もっていない   2 1級    3 2級    4 3級

問24 対象者のうち居住先・支援が整つた場合の退院の可能性についてあてはまるものを¬つ選択
して下さい。

1 現在の状態でも、居住先・支援が整えば退院は可能

2 状態の改善が見込まれるので、居住先・支援などを新たに用意 しなくても近い将来 (6ヶ 月以

内)に は退院が可能になる

3 状態の改善が見込まれるので、居住先・支援が整えば近い将来 (6ケ 月以内)に は可能になる

4 状態の改善が見込まれず、居住先・支援を整えても近い将来 (6ヶ 月以内)の 退院の可能性は

ない

間25 問24で 1あるいは3の回答をした方に質問です。退院できると仮定した時、適切と考えら
れる「生活・療養の場」についてお答え下さい。

A 自宅

1 単身
2 家族等と同居
B 施設等利用

3 認知症対応型共同生活介護 (グループホーム)

4 介護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム)

5 介護老人保健施設 (老健)

6 その他の介護施設 (有料老人ホーム、軽費老人ホーム、高齢者専用賃貸住宅など)

7 障害者自立支援法に基づく施設等利用 (ケ アホーム、グループホームなど)

間26 問24で 1あるいは3の回答を
答え下さい。(特に必要なものを5

した方に質問です。退院後に対象者が必要な支援についてお
つ以内順番にお答え下さい)

A 日常生活上の世話 訓 練

1 自宅を訪問して行われる支援 (訪 間介護、訪問入浴介護など)

2 自宅以外の場所に通って行われる支援 (通 所介護、通所リハビリテーションなど)

3 短期入所をして行われる支援 (短期入所生活介護、短期入所療養介護など)

4 小規模多機能型居宅介護 (※ )

5 その他 【       】
B 医療

6 精神科の定期的な通院          10 重度認知症デイケア
7 精神科以外の定期的な通院        11 身体的リハビリテーション
8 訪問診療                 12 その他 【       】
9 訪間看護
C その他の支援

3 行政機関 (保健師等)に よる訪問指導  17 年金受給申請
4 民生委員、近隣の見守 り等       18 成年後見制度等の活用
5 経済的支援              ¬9 その他 【       】
6 生活保護受給申請

1番 目に必要 2番 目に必要 3番 目に必要 4番 目に必要 5番目に必要

(※ )4ヽ規模多機能型居宅介護 :「通い」を中心として、要介護者の様態や希望に応じて、随時「訪問」
や「泊まり」を組み合わせてサービスを提供することで、在宅での生活継続を支援する。

|

|

|

L_



|

問27 間24で 1あるいは3の 回答をした方に質問です。仮に退院するとした場合、家族や友人な

どから得られる支援の程度についてお答え下さい。

【間 27で 2、 3、 4、 5の回答をした方に質問です。回答 した支援が得られれば退院は可

能になるかお答え下さい。】

付問27-1

間28 間24で 4の回答をした方に質問です。退院の可能性がない主な理由についてお答え下さい

(主 な理由を1つ )

1  自傷行為・自殺企図の危険性が高い

2  他害行為の危険性が高い

3  大声をだす可能性が高い

4  上記2, 3以外の迷惑行為を起こす可能性が高い

5  治療・服薬への心理的抵抗が強い

6  陽性症状 (幻覚・妄想)が重度

7  精神症状・異常行動を伴うため、入院による身体合併症の医療ケアが必要

8  生命維持が必要な程度の身体合併症を伴う (気管切開 'I∨ Hな ど)

9  本人の症状は落ち着いているが、家族から退院の了解が得られない

10 介護が必要だが本人の症状が落ち着かず、介護の支援があつたとしても生活が組み立てられな

い    ・

11 経済的な理由

12 その他  【     】

1 支援は得られない

2 助言・精神的な支援 (電話など、物理的にその場にいない支援も含む)

3 週数回の ADL、 IADLの 支援

4 ほぼ毎日の ADL、 IADLの支援

5 必要であれば 24時間を通じての ADL、 lADLの支援や見守り

1 順番待ちをしている

2 順番 待 ち を して い な い

問29 対象者は現在、転院・入所の順番待ちをしているかお答え下さい。

【間29で 1を選択した方にうかがいます。どのような施設の順番待ちをしているかお答え下
さい。(すべてご回答下さい)】

付間29-1

1

2
3

4
5
6
7
8

認知症対応型共同生活介護 (グ ループホーム )

介護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム )

介護老人保健施設 (老 健 )

その他の介護施設 (有 料老人ホーム、軽費老人ホーム、
障害者自立支援法に基づく施設等利用 (ケアホーム、
他の精神科病院
精神科以外の病院
そ の

高齢者専用賃貸住宅など)

グループホームなど)

【間29で 1を選択した方にうかがいます。転院・入所の順番待ちの期間についてお答え下さ
い。】

付間29-2

1 3ヶ 月未満           3 6ヶ 月以上 1

2 3ヶ 月以上 6ヶ 月未満      4 ¬年以上

【間 29で 1を選択 した方にうかがいます。転院・入所の順番待ちの施設・医療機関の予約箇

所数についてについてお答え下さい。】

付問29-3

1 1箇 PJr             4 4箇 所

2 2箇所             5 5箇 所
3 3箇所              6 6箇 所以上

し一一―一―)【 問29で 2を選択した方にうかがいます。順番待ちをしていない理由についてお答え下さい。
(主 な理由を1つ )】

付間29-4

1 目宅へ の退 院 を予 定 して い るた 待 ち を して いな い

2 治療すべき症状が改善していない
3 経済的な理由
4 精神・身体状態は安定しているが、入所が断られると考えられ順番待ちをしてい

ない
5



「
病棟調査票

【病棟調査票】精神病床における認知症入院患者に関する調査

回答用紙に記入願います。

問 1 調査対象となる病棟の種類を選択してください。

問2 病院及び調査対象となる病棟について、職員数を記載してください。

間3 調査対象となる病棟について、主傷病別の患者数を記載してください。

1 認知症

2 精神作用物質による精神及び行動の障害

3 統合失調症

4 気分障害

5 神経症性障害、ス トレス関連障害及び身体表現性障害

6 その他

1

―

‐
―

1′ 精神病棟入院基本料                  1 2 精神療養病棟

看護職員等配置基準   看護補助カロ算         1 3 認知症治療病棟 1

A 15:l     a 無し          1 4 認知症治療病棟2

B 181l      b 看護補助加算 1      1 5 認知症療養病棟

0 20:l     o 看護補助加算 2     1   (介 護保険)

D 25:¬      d 看護補助加算 3

1-1 病院内の医師数                    人 人

¬-2 その内、病棟の担当医師数               人 人

2-1 病院内の看護師数                   人 人

2-2 その内、病棟配置の看護師数              人 人

3-1 病院内での精神保健福祉士数              人 人

3-2 その内、病棟専任の精神保健福祉士数          人 人

4-1 病院内での作業療法士数                人 人

4-2 その内、病棟専任の作業療法士数            人 人

5-1 病院内での理学療法士数                人 人

5-2 その内、病棟専任の理学療法士数            人 人

6-1 病院内での言語聴覚士数                人 人 )

6-2 その内、病棟専任の言語聴覚士数            人 人 )

7-1 病院内での臨床心理技術者数              人 人 )

7-2 その内、病棟専任の臨床心理技術者数          人 人 )

*専任 :専 ら当該病棟内の患者の診療に従事 している者

―――――――――」

「精神病床における認知症入院患

者に関する調査」について
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1_晨 的

精神I・l病院にお|する議知症入院忠者に対する医療の状況、患者の状態等について、既存
の期査では絶進されていない点について詳織に認纏し、新たな地域繊神保億医観鶴 1の

窮繁に向:,た検討チームにお|する検野資料とする。

鞭

識知症治繁病棟入院群1(6病棟)、 認知症治療病棟入競料2(1病練l

構神病棟入演基本糾(1病棟)、 精神療養病線入院料(1病橡)、

考人性諏知症疾患療喪病棟(1病襟)の計10病機(9病院)、 計454人の認知務患者

■動 繭 麗

(1)調査期間

|

(2)調査方法

(3)回答者

生摯

平成22年 9月 27鶴 ～10月 4日 (調査日,平 成22年 9月 16日 現在 )

調査票によるアンケート方式

調査対象病棟の病棟師長 (壊宣、鷲当医や精絆保像機祉士等と相談,

病棟概要、精神症状等の状況、身体合併症の状況、必螢となる居住先・支援等

躙 輛爵畷意著数(本)1 許 454人

精神餃甕病線(1)

饗知壼漱甕務換(1)

密神―鋏病41(1)

雰知症治薇病核2(1)

:な知症治畿病棟1(0)

その機確定診

断未定なもの

9%

|

(N=452)

一
J

783畿

…

9443日  (中 央 1壼 336日 )

(N=452)

72点
CN=452)

|

|

1

41

間5改訂長谷川 滴 易 能評価 (HDS
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J (N=453)

(N=452)

F・n3  調査時点から透去lヶ角rntの 精神症状,異常行動の猥康

(別I紙を挿入〉
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問8 調査時点かな過去1カ 月陽の場神症状・異常行動の頻度  (孵 454)

匿幾行為への抵抗
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0薔機|《 霧

"

薬の管理



問11  調査日における対象者の、静知症以外の合併症について

(N=447)

露特別な管理(入院治療が適当な程

度)を要する身体合併症がある

機日常崎な管理(外来通院が適当な

程度)を要する身体合併症がある

Clない

覇
］

|(複数回答可) tN=117)

ヽ

ヽ

ヽ
ヽ
１

、

落韮紙爾

陥‐鷹毯繊窓

0藤傷

驚属金

続漁落践霧

麻痛

気分陣習

ぶ―キンソン菫観諄

てんかん

氣霧凛躍懸

脅静

横雀警機能諄審 讐琴金

がん

絡炎(譲懸1■静餐も告0)

静気羅・経確鱗廊桜驚rA議

その鼈

付鶴11-1  特別な管理て入院治資が適当な程度)を要する身体合併症

[

…
¬

(複数回答可)(N=27司 )

高駆r■虚

脳漁警篠働

心療参

謗環競

策用α霰

"14j舞

登,鮮霧

パーキンソン娘棧グ

てんかん

筵管支略3
驚Ff

協務髯菫陀解書 驚不,
がん

跡肇(α髪性線薇も含む)

秘夕難通・燿鮭嬌黎性膨疲薇

その餞

…
劇

¨

(複数回答可)(N=454)

インスリン繊懇

蔵摯釜理

露総・織管撃擬曽壌

筋技裂筐カテーテル

機構管理(聾度u■ )

撃淡¢りt

難驚機鶯

城働の海職接査

人工鷹韓

夕■,瞬 ll続 巌務

移繊コント11-ッ t・

攀心静綴お養

気管切聯又像後警ヽ梓管

人工晴餃協

人工髯箭

″繁瑛薔に贅する幾榜薇換

聰 5_

鶴餡 22%

卜,3%

雛』
6%

|¨
%

i。 。%

1.8%

26% 刊
~

|

タ

`=3%



Nヾ=451)

一―
―
―

一

皮膚科

122覧 平均受診回数

整形外

外科

内f_l

78%

ｌｄ

驚精神務曇

競精神病素以外の向減神栞
Xl

その他権榊症状に対する治燎菜
%●

綺認気症茎

r■体疾態ね洪案

それ以外の治滋

統締神病贅以外の向絡神茶 ,・ 換挙安藁、種眼薬、抗うつ栞、3Jtてんかん率
その他の終仲病上に対・ゞる治摯果…滉方護など

Ｘ

※

問1`-1調査日から過去1避間に使用した栞物の種類数   |

1,11抄 多漑,4“ ,オえ袢
=

=●
セ篠群笙よに紹,多 お渋巌

l・ 2“饉

“

,体 餞摩″苺場

商
麟
輝
鞠
臨
醐
螂
鰯0,4級

01o"籟な
=

―
Ｉ
Ｌ

―
―
―
□

~llil::i:::i:::::ii:::::::::::::::::::i::::::::::::::::::::::::::i:i::::::::::I‐ ‐‐‐~‐
^――――^‐‐‐ヽ―――^…――^――¨‐―――‐―――‐

…
‐‐‐‐

…
‐‐‐‐‐―‐―‐‐

……
‐‐ヽⅢ‐¨‐¨―¨¨‐…

‐‐‐‐
……

1

(複数回答可)(N=454)

資 蜂篠 法

ti4梓 :4作黎燎法

入曖生活技籠筍1穀 策笈

人筵集 B締祥療法

入院 1格 粋漁宏

露鬱厳法 .そ の 1じ の種樽糧リハピリテーション

――
――
――
壼



Ｓｔ
，

Ｓ″鎖漱響０中

ヽ溶く球専妻贅

篤
，

ＳＳ壼晰礎鮒

蒸な裟煮や“ご議気姜

奏黙篤氷褒゛名Ｊ構鱗ツ

か゛叡ＳＳヽ′ヾ黙期漱

撻餞議繋゛ヽ〓翌鮮饉尊

梃濠撃ｅ）

ヽ燎
，
、―卜Ｄつくや磁量ヽ

トホ、卜慎後繊Ｎ総

豪麟墨漏

海縛護線

さ鋤護お

ヽ「―わやヽこ巡鮮鷲α曇Ｓや

濠煮絆薩朦繊澪棋緊繁‘

驚ｔ黎緊ミく熙熙

繁ヽ喪＝さく霞撻

湛ヽ凄壊

ハ頭ハートト“くＤ應瀬

浚車鮮゛群奏拌曖

ヽ韓ヽｌＳヽ^ヽて●ミ総

覇蕩菫お

島ヽ姜ヽ鐘籍

滞蠍露総

然挙戦慕ｅ繁べｃ翠ｅや‘泰繊′Ｋ枷―わ畿ぐ奮擦樹盤くりｒ饉

・

，

‐′

，

一

掟すＧや

疑くけ毅ｍ濃綴奈Ｏ撃ｅ絆

帳く世，ヽ―妥ヽ―ミヽ

継くゼ溝蓄

整く量導Ｎ

ぶく〓なさ総・藤爆Ｓ翌

盤くＬ壽窯鱒ｅ翠

醸ぶヽ襲籍Ｓ翠ｅ中

曝霰苺携壼ぼ部率静熱申撃鮨

製運却策苺掟ヽ絲

撻健苺導翠ぼ

・は§

一
一（０。で‐‐Ｚ）

一
奪い言毬ｚ〓Ｆ難回轟部）

一

，

一

‐

，,         
毬

掛

…
悠ぶ壼憔

葉α黎奪鸞翠ｅ絆

（露ギ饗塵）〓轟∝淑封

鶯継撃摯購樺舞

預渥淋爆燎観

饉継騒蟹攣ｅ】

が鑑購撃競蜘籠掛裁趣

眸〓黙ぐ，膝訳議な

緊澪暦豪秦彗掩輩奪

（翼係”攀淑事鮮瞬

みくく゛選当粋鮮報

繊離警灘出自

（軽録）構騨おく騨継

く^姜）準零撃ぶ輝中

一淡薇）“蒻熙漱撼奪

く^絆）苺饗饉磯滋撃

一鱒機一漱一く
，

嶺彗

（Ｋ長）糧くむ嶺鱗

嚢総毬難



(N=453)

露崎神壼・tt嗅鷲行をが蓄り

'と

なり、在寝露撼や含護χ破帯での対

応う
`滋

1難 となoた ため

"職
神多以外の多繊れ被て身体台鱗猛の;=康を1,つ ていたが、斎

粋症状・翼毬帝動が霧明となり治務緩銑食 きなくな,たため

口丼体痰2の急幾湖状態が,賓し、霧神鑑状の鵞籠メ猥 なた0

日構神窪歓 |`実 窺しており、精神tF鶴外の各鎌繊設

“

後能譲等

でも対応筆 思われ郁 、燿切な施設に空維 か
`た

た

“

燃機枠渡紙は安定しており、露善繁以外の選滋覧設や介讚免段薄

でも対応鵞 ると思われ、麺 LTrな施設に空きtよあったが、グ薇

'鍛サ ービスの対応が隣盤と撻われたたl12

●総神護状は安定しており、在宅篠贅でも

"応

‐

`き

るが.必貫な在

宅餞農が確保書 ないため

口糧神療よは贅鼠しており、在宅添:纂 てもヽ l・.て ,るが,め要な夜

奪介滅,一ビスが確保できないたあ

け新祥症漱
`ユ

安定しておツ、書宅薇嚢でも,応でれ が V棋のオ

議圏魏、又は,談者不在のため

''■
,お 以外て、家族等が強く難盟するため

口その燿

一一一J

F亜
繭 亜 専 蓮 繭 画 面 面 亜

丁

~~|

:                                         (N議 453)|

|

|____

醸 でのレr助著の著無  |
(N=451)

tr籐 ゃ.輩間とも介議ができる,、 がいな0ヽ

彗夜間のみ、介護ができる人がいる

rl n中 のみ,介 巌ね(て

=う
人がぃる

●日申.夜 間とも介譲yJl`き る人がいる

薔不 明

孫瓢 :轟覆穐轟機繭
‐~¬

(l・l=200)

餞盤鷹釈饉ri鰤ななし

籠難鷹状態に不安が筋

●不明

祠

●もって与ヽない

腱1級

●′繊

因3憑

(N鋼 4

(N=448)

‘―

‘
―
―
―
―
―
ト
Ｉ
Ｌ

,toて いない

崚 1縁

,2組

03綾

身体峰審を手帳



1聞 24着住先・支援が整つi_‐ 場合の進院の可能性   |
(N=464)

饉1 幾在の状鷺でも、君俊先・支鷹
が肇えば;量饒は可織

●2,状 態の改書/IK舞 込まれらので、
霧儀力 文擬などを新た1■用意しな
くても近tヽ 1■幾(6ヶ月以内)に |ま進
統が可能になる

離0珠態の改警711見 込まれるので、
層住先,支滋が壼えば逓tヽ 1'来

(Oヶ月以内)には可能になる

●4よ感の改警が見込まれず、庭住
先,支 撰書裟えても近し`静来(6ヶ月
以内)の連携の可能rtfま ない

―

ゴ

間25問24で1,あるい1よ 3と鶴答した人のうち、理読出来ると仮定した時、通切と考えられる「生活・療警
の場」 (N=167)

筆島

覆演等と最居

訪知造封落製共封■溶舟授(グ ループ本一ム,

織書

老趣

tの 1査 め力慰滋設

障害者自立貨姦法に基づくに設等浮1澪 I:

ヽ33人は、持焼と考燒を饉換して0薔

殴瓶め撲絵でも、議

'■

.

支敏が釜スげ可能

9013%

近い将来、霧住先・支根

/」R甕えば苺競 11s%

L_________――
―

‐―――― _上

¨

鶴27構 24て 1,あるいは3と回得した人のうち、
ら得られる支IJ・の程度

(N=167)

，ｌ
ｉ
州
郵

●1 支援は14ら れない   (N=¬ 67)

鶴2r17言・構粋的な支解

'3.返
数回の人

't、 `ハ

Otの支援

露41滉 ば毎日のAOし、|ス 0上の支解

口5,必要であれば24時間を通しての

AOt、 餞OLの箕機や見守り

間27で 2.3.4,3と 瞳答した人のうち、国書した支援が得られれば

125)

2)助 露 精神的な露

撮′Sl%旺



Fo128

●1 自麟行島 ,自 裁,図め可能性/JI薔 い

地署彎為の2悛性が屁い

蒻う難 縫に絞 織椰 朧 箕   |

鶴織 晰 麟 …
る

|

薔

i蝙 亀騒ギ

程鷹9身棒さ鮮度を

学 |

S務

齢鐵雛 F朽
ム「鰤瘍

|

I鼻鰤
Lttl彎壼督蘇轟鴛雀

 |

顧1,その11

二 |

(「・1多 452)

1   ________( 、__ __―
―  ― ´―

  ″ ´ ″ 十 ~‐
… …

‐  …
ヽ″ ″ ″

…
″～ ″ ″ ″

L___

(複数回答可)

2知症対徳激養局生活斉績

`グ

ループホーム,

特霧

老雄

その機lr蹴腹施る,
ヽ

韓著者自立支饉 ,■ :こ基づ犠 復写 lo

地の新梓喜鴛睦 1,

“

神科以外の結瞬 :ゥ

その18 ′0

歿その範の介議絶設 (峯轟4二 人ホーム、雑賞考人ホーム、高な省専用貧貸住宅など)

¬
陣 り

|

軋

|

|

|

神縮
燎距
Ω

(N=146)

―

ヨ



卜
い
　
」
Ｘ
〓
や
Ｏ

“
綺
■
●
●

毬
燎

黎
薇
奪
豪

摯
桜
↓
イ
藩
髯

摯
舞
綺
燿

“
繁

蒻
嬌

●
鰊

輩
■

，
菫
“

象
に
黎
厳

，
０
●

●
ヽ
事
よ
ｅ
ル
饉
″

え
ヽ
¨
“
Ｃ
●
Ｃ
露

ヽ
■

，
く
ヽ
ヽ
ス
κ

く
，

職
０

Ｓ
諄
Ｃ
く
マ
ι
“
部

“
“
衡
ヽ
―
ル

曖ヽ
●
　
　
　
翅
“
０
一
ｔ
餃
●
　
　
　
鶴
”
園
”
―
ヽ
●
ψ
椰

；
ヽ
　

´
〓

　

‘

略
　

ｇ
ヽ

　

渉

ヽ
　

も

，
　

薔

一

奮
摯
＝
懇

お
縣
く
り
０
合

゛
笙

Ｎ
く
製
つ
伸
率
回
９
４
鷲
卜
‘
ｅ
ゆ

′
ｃ

‘
´
ツ
高
証

―
―

―

卜

』

Ｅ

場

曙

始

輝

饉

麟

増

膳

饉

鬱   鷹  露

∞
一
　
Ｆ
●
〓
”
●
　
　
　
蝠
“
陽
ヽ
１
３
一露
●
　
　
　
鑢
鯵
鋼
¨
ユ
陵
０
　
　
　
な
降
回
０
′
斜
一曜
ロ
　
　
　
ロ
暑
苺
螢
●

熊
ヽ
く
゛
燿
プ

議
“
“
燎

メ
“

″
゛

，
護
饉

躍
務

Ｍ
κ

驚
触
髯
“
Ｃ
¨
い

た
ヽ
Ｏ
ι
今
ヽ

，
２

ミ
ヽ
“
工
●
ヽ
電
Ｚ

‘
壼
総

事
撃
６
‘
´
ｒ
爾
“

`  
″

口,宅への憑鎧奪予定しているた輸酵

番持ちをしてtヽない

傷治ll・ す
^き

遣状が改餞していない

●轟瀞綺な磁lII

餞衛神 舞ヽ棒幾1状 :↓貸産してt場 が、λ

嬌力`断られると考えられ筵番待もをし

てしヽな▼ヽ

画その情

菫1現在の状隷でも、層住先‐支援が雙
えば逮饒は可能

F12状 態の数彩が見込まれるので、騰住
発崚 薇もどを新たに用意しなくても近い

嬌来おヶ角以内)1二 |よ進続が可能にな

鬱3状態の改讐が見込まれるので、職住
免.支援が遊えば近い喜泰(●ケ海以内0

には可能になる

04状態の軟書が見懸 れず、層住発・

文驚を警えても近し囀 素くら,月 以lAI)の

進院の可能性はない

|

叫

螺

婦

“

銀

勲

螺

務

か

察

輌

L |

__1_



~~薫

百戸
~~|

|

入ヾ

絡沐競力″してはじえる

“

り'のスat

書体介護へ″鷲おなど
=踏

ヽえた驚簾,ム 0こ

(N=283)

`,族
●沐

褻uタ

●多,のよ

`“

““

黎
'1濠

錫

嶺4ス●顔瘍

●●蒟夕響

嘔屁,

■´艤″●

●製ゞ

●額,砕″榎多

●広場な樅助

,漆,φ燿鯵

颯,腱絨,

―

       |

|

鱗2■ で
'.´

,Sのいずれかの働書をした人と陽9r鮮 の義競)との

“

タロス象針

●
"お

力とし0こ虚茉6は イφへ軋

4養チ鰻へOX抗 農 ヽまえた実勢

(N毅 171)

(N=283)

●″鷲0み

●鶴参

●ぶ●●l=激幾

ユ壼斑年祇場

鬱鷺スの候勁

o全 鶴仏 祥

舞沐ltt,と して,嘉′うr● ずめバいし

濠%'最 への絲毬などをと■■4漱 鯰●恥 (

コ嬌実

=譲
゛のを譲,

●

“

詭な協lVl

,鰭たみ桜

"■,蓬ι
'

満●4で 4濾爾答をした人よ鶴OⅢ (え な)と のク●ス繁落↑

朗2,で
'め

簿害をした人と震9F`ま維

“

緯摩)と のク0ス襲謝

[_____二 ______

行つていない

|″?,で 1 L鍬盟 型 堅 警 夕望し人と閾12と,'I劃 (複数回答可)(N警 171)

インスリン鸞法

減が僣聯

髯餞 緩驚策1薔毬畿

鬱lt密雄カテー′ル

苺だ鷲闘(ll“ 以上
'

縮技級,1

酔燎餌,

銭口 tr2血 漱

`玄
人よ飯

“

1

24吟 Frn持 織螢潟

“

洒0ントロール

■4ル派漱婆

気99欄 又は気性
"祥

響

人工瞭り疇

人
=羨

構

書体撲燿に対する幾菊漱残

`テ

つていなtヽ

一彎れ』智騨』』ν攣｝岬』・即続瑯‐い・いヽ

(複数回答可)(N=283)

インスリンj//λ 澤 14%
燎瀾撻理響 協

鷺饉・絡協豪撻維理

競餞ti濯 カテー,,1卸鮨 21κ

t4落 警確 (壼 康以上,擁 14%

|

守

~T…

TT~下

　

　

～

窄笑晩引

酸装燿

"
翔 口の餞疑総貫

人t肛 4

24嬌 124す 0察 点燿

黎場やント● ‐ル

●・心尋漱来,

気驚切陽文:=螢 ツ
"膨

鷺

人工
'′

霊総

人工素新

苺lt峡 筆に対する集揚象幾

0■%

07%

10.0%
I

\".u%
I 0.41

lo.uvE

i o.or."

J%



睦揚コル椰蚕登壺壺藍肇憂X菫銀を登遂菫藍亜豪菱五裏類曇  (N:136=171-15)
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第11回 新たな地域精神保健医療体制の構築に向けた検討チーム
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「精神病床における認知症入院患者に関する調査」に関する論点 (案 )

精神病床における認知症入院患者(454人 )に 関する集計結果を踏まえ、論点(案 )

や退院可能性の有無と関係すると思われる項目について、調査結果に対する論点 (案 )

として整理した。

論点1 精神症状・異常行動と治療の状況

O 過去 1カ 月間に何らかの精神症状・異常行動のあった割合は、99%【 間 8】

○ 精神症状・異常行動の発生頻度は、「ほぼ毎日」と回答した患者の割合は、

「意思の疎渾困難」38%、 「徘徊」30%、 「大声」 18%
「月1～ 2日程度よりも少ない (月 1回未満)Jと 回答した患者の割合は、

「意思の疎通困難」39%、 「徘徊」55%、 「大声」 6¬ %【問 8】

○ 過去 1週間に薬物を使用している患者の害J合は、身体疾患治療薬82%、 抗精

神病薬56%、 その他の向精神薬 56%、 抗認知症薬 7%【問 14】

○ 過去 1カ 月に精神科専門療法を行つている患者の割合は、「入院生活技能訓練

療法」60%、 「音楽療法、その他の精神科リハビリテーション」51%、「入院

精神療法」31%【 r・514-2】
`

○ 精神症状・異常行動の状況 【問 8】 について、「状態の改善が見込まれず、居

住先・支援を整えても近い将来 (6ヶ 月以内)の退院の可能性はない」の患者 (6

2%)と 、それ以外 (退院可能性がある)の患者 【問 24】 で比較したところ、

「大声 :ほ ぼ毎日」の害1合がそれぞれ 22%、  12%、 「徘徊 :ほぼ毎日」はと

もに30%【スライ ド37,38】

⇒ ほとんどの患者が何らかの精神症状・異常行動を有する。精神症状等の発生頻度

では、「意思の疎通困難 :ほぼ毎日」が約 4割 である。それ以外の症状は、月¬～

2回 より少ない (月 1回未満)患者が半数以上を占める。また、精神症状に対する

投薬・治療を行つている患者は約 6割 である。精神症状・異常行動及び治療の状況

と退院可能性との関係について、どのように考えるか。



論点2 身体合併症と医学的管理の状況

○ 身体合併症を有する患者の割合は、 870/o【 問 11】

○ 身体合併症について「特別な管理 (入院治療が必要な程度)を要する身体合併

症がある」患者の割合は、 26%、 「日常的な管理 (外来通院が適当な程度)を

要する身体合併症がある」患者の割合は、61%【 問 11】

○ 調査日に身体的管理を「行つていない」患者の割合は、44 7%、 「身体疾患

に対する薬物療法」の割合は、43 8%【 問 12】

○  「過去 lヶ 月間に他科を受診 している」患者の割合は、 200/● 【問 13】

○ 調査日の身体的管理の状況について、退院可能性の有無 【問 24】 で比較 したと

ころ、「行つていない」それぞれ 41%、 46%、 「身体疾患に対する薬物療法」

それぞれ 500/o、 40%で あつたが、「頻回の血糖検査」、「喀痰吸引」、「胃痙・

経管栄養管理」、「点滴管理」は、退院の可能性がない患者の方が、当該管理を行

つている患者の割合が高い 【スライ ド41.42】

⇒ 身体合併症を有する患者の害」合は約 9害1お り、そのうち、入院治療が必要な程度

の身体合併症を有する患者は26%、 外来通院が適当な程度の身体合併症を有する

患者の割合は 6¬ %で ある。また、月 1回 以上他科受診をしている患者の割合は 2

割である。身体合併症及び治療の状況と退院可能性について、どのように考えるか。
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○  「身体能力としては出来るはずのADL」 と「介護などの抵抗などを踏まえた

実際のADL」 との比較では、「入浴」、「衣服の着脱」のADLに おいて、「最大

の援助」と「全面依存」を併せた害1合 は、それぞれ 52%→ 63%、 50%→ 6

0%に困難度が増加 【問 9】

○ 要介護度認定については、「申請なし」25%で あるが、「要介護 3～ 5」 が5

3●/● 【間 6】

O ADL【 間 9】 について、退院可能性の有無 【間 24】 で比較すると、退院の可

能性がない患者の方が、出来るはず及び実際のADLと もに、困難度が増加 【ス

ライ ド39′ 40】

O 精神症状等に伴う実際のADLの 変化について、退院可能性の有無で比較する

と、ADLの 変化の傾向は、両方とも困難度がさらに増加している【スライ ド39,

40】

○ 要介護度区分の分布 【問 6】 について、退院可能性の有無 【間 24】 で比較する

と、どちらもほぼ同じ分布を示 している 【スライ ド43】

→ 意思の疎通困難等の精神症状を有する場合には、ADLの 困難度は増加する。退

院の可能性のない患者の方で、ADLの 困難度は増加する。要介護度区分は、退院

可能性の有無にかかわらず、ほぼ同 じ分布である。認知症患者に対するケアの困難

度や要介護度区分と退院可能性について、どのように考えるか。



1論 点4 適切な生活・療養の場と退院後に望まれる支目

0 居住先・支援が整つた場合の退院可能性として、「現在の状態でも、居住先・

支援が整えば退院は可能」あるいは「状態の改善が見込まれるので、居住先・支

援が整えば近い将来には可能になる」割合は、370/o【 問 24】

○ そのうち、退院できると仮定した時、適切と考えられる「生活・療養の場」は、

「特養」65%、 「老健」47%(う ち約 4割は特養と重複回答)、 「認知症対応

型共同生活介護 (グループホーム)」 17%【間 25】

O 退院先を問わず、退院後に必要な支援について、1番 目に必要と回答された支

援の項目は、「精神科の定期的な通院」32%、「」ヽ規模多機能居宅介護」23%、

「自宅を訪問して行われる支援」7%、「訪間診療」2%、 「短期入所をして行わ

れる支援」2%【問 26】

○ 居住先・支援が整えば退院可能と回答 【間 24】 した患者のうち、家族や友人な

どから得られる支援の程度については、「支援を得られない」24%、 「助言・精

神的な支援」51%【間 27】

⇒ 退院後の適切な生活・療養の場としては、特養、老健、グループホームがあがつ

ている。退院後に必要な支援には、精神科の定期的な通院、小規模多機能居宅介護、

自宅を訪問して行われる支援、訪問診療、短期入所などがあがつている。患者が退

院できるために必要となる居住先や支援について、どのように考えるか。




